
建設業法等改正に関する説明会 

次第 

 

１ 開会 

 

２ 開会挨拶 

 

３ 説明内容 

（１）建設業法等改正に伴う建設業許可関係の改正点について ・・・・・１ 

（２）建設業法等改正に伴う経営事項審査関係の改正点について ・・・・51 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

平成２８年６月１日施行の建設業法等の改正に伴い、以下の変更点がありますのでお

知らせします。 

この改正により、変更がある許可申請書等の新様式については、高知県建設管理課ホ

ームページに掲載します。（H28.6.1掲載予定） 

★施行日（平成２８年６月１日）以降の申請については、全て新様式をご使用

下さい。 
 

１．「解体工事業」の業種区分新設について 

（１）建設業の許可について 
現行の建設業法で「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建

設業許可に係る業種区分として「解体工事業」が新設されます。これにより、解体工

事業を営む者は、解体工事業の許可が必要となります。ただし、経過措置があり、そ

の内容については下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）技術者の要件について 

「旧とび・土工工事業」の技術者は、平成３３年３月３１日までの間は、解体工事業

の技術者としてみなされます。（建設業法施行規則附則第４条による。）平成３３年４月

１日以降は、解体工事業の要件を満たす技術者の配置が必要です。 

資格については、１２～１５ページの「有資格コード一覧」をご確認ください。（高知

県ホームページにはH28.6.1掲載予定です。） 

※なお、改正に伴い、資格コードの表記に変更がありますので、併せてご注意ください。 

・ただし、平成３３年４月１日以降について、２７年度までに合格した一部の資格者につい

ては解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。 

 

 

 

 

以下、次のとおり表記します。 

・施行日前に取得した「とび・土工工事業」＝「旧とび・土工工事業」 

・施行日以降に取得した「とび・土工工事業」＝「新とび・土工工事業」 

 

 

建設業法等改正に伴う許可の改正点について（H28.6.1施行） 

【経過措置について】（経過措置期間：H28.6.1～H31.5.31） 

・施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、

引き続き３年間（平成３１年５月３１日まで）は、「解体工事業」の許可を受けずに解体

工事を施工することができます。 

※平成３１年６月１日以降は、「解体工事業」の許可が必要です。 

・施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験は、「解体工

事業」に係る経営業務の管理責任者の経験とみなします。 

 

【実務経験について】 

・「解体工事業」の実務経験年数は、「旧とび・土工工事業」の実務経験年数のうち解体工事

業に係る実務経験年数とします。 

・「新とび・土工工事業」の実務経験年数は、「旧とび・土工工事業」の全ての実務経験年数

とします。 
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  ○施行後の経過措置について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）決算終了後の変更届等について 

「解体工事業」の業種新設に伴い、決算終了後の変更届等の完成工事高の記載に変更が

あります。 

○許可申請時及び決算終了後の変更届について 

・施行後の経過措置期間（平成３１年５月３１日まで）に、「旧とび・土工工事業」で    

契約した解体工事の完成工事高は、「その他工事」に計上して下さい。ただし、「解体

工事業」の許可申請時及び許可取得後の決算終了後の変更届は、「解体工事業」に計上

して下さい。 

・施行日前に「旧とび・土工工事業」で契約した解体工事については、完成工事高を分

けて記載する必要はありません。 

○経営事項審査について 

   ・経営事項審査については、５１ページからの「建設業法等改正に伴う経営事項審査の

改正点について（H28.6.1施行）」をご覧ください。 

 

（４）建設リサイクル法＊における解体工事業の登録について 

建設業法の「解体工事業」の業種新設に伴い、建設リサイクル法に基づく、解体工事業

の登録に関する規定が改正されます。 

 

 

 

 

 

 

 
  ※「旧とび・土工工事業」で解体工事を営んでいる者については、建設業法の経過措置に合わ

せて、施行日から平成３１年５月３１日までの３年間は解体工事業の登録は不要です。 

公布（H26.6） 施行（H28.6） （H31.6） （H33.4） 

旧とび・土工工事業 

解体工事業 

「旧とび・土工工事業」許可で解体工事を

請け負うことができる。 

経過措置期間 

「旧とび・土工工事業」の技術者を解体工事

業の技術者としてみなす。 

許可業者に対する

経過措置 

技術者に対する 

経過措置 

【改正内容】第 21条          （＊建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律） 

『解体工事業を営もうとする者（建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又

はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。）は、当該業を行お

うとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。』 

「とび・土工工事業」⇒「解体工事業」に改正 
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２．許可申請書の様式変更について 

今回の改正により、以下の様式に変更になります。新様式は、高知県建設管理課ホーム

ページに掲載します。（H28.6.1掲載予定） 

★施行日（平成２８年６月１日）以降の申請については、全て新様式をご使用

下さい。 
 

【許可申請】                     ※変更のある様式に網かけをしています。 

 

 

【変更申請】 

 

 

様式 申請書類等 改正内容

建設業許可申請書表紙及び略図記入様式（高知県独自様式）

１号 建設業許可申請書 「解体」の業種欄の追加。経営業務の管理責任者の氏名欄増設。

別紙１ 役員等の一覧表(H28.6より個人事業者の提出不要） 経営業務の管理責任者欄の削除。用紙下部の記載要領の変更。

別紙２-1 営業所一覧表（新規許可等） 「解体」の業種欄の追加。

別紙２-2 営業所一覧表（更新）

別紙３ 収入印紙、証紙等はり付け欄

別紙４ 専任技術者一覧表

２号 工事経歴書

３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額

４号 使用人数

６号 誓約書

７号
経営業務の管理責任者証明書  ※新規等は経営の経験がわかる書類
を添付

７号別紙 経営業務管理責任者略歴書

８号 専任技術者証明書（新規・変更） 「解体」の業種欄の追加。

資格証明書（写し）※資格要件に応じ提出

監理技術者資格者証の写し

卒業証明書(原本)※資格要件に応じ提出

９号 実務経験証明書

１０号 指導監督的実務経験証明書

その他の資格証明書

監理技術者資格者証の写し

１１号 令３条に規定する使用人の一覧表

１１号の２ 国家資格者等・監理技術者一覧表（新規・変更・追加・削除） 「解体」の業種欄の追加。

１２号
許可申請者（法人の役員・本人・法定代理人）の住所、生年月日等に関
する調書

用紙下部の記載要領の変更。

１３号 令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 「現所」→「住所」へ変更。

定款

１４号 株主（出資者）調書

１５号 貸借対照表

１６号 損益計算書　完成工事原価報告書

１７号 株主資本等変動計算書

１７号の２ 注記表

１７号の３ 附属明細表

１８号 貸借対照表

１９号 損益計算書

商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

２０号 営業の沿革

２０号の２ 所属建設業者団体

納税証明書（納付すべき額及び納付済額）

２０号の３ 健康保険等の加入状況 日付欄、申請者欄、許可番号欄の増設。

健康保険等の加入状況がわかる確認資料

２０号の４ 主要取引金融機関名

役員等及び令3条使用人の「成年被後見人及び被保佐人に該当しない
旨の証明書」

役員等及び令3条使用人の「成年被後見人及び被保佐人とみなされる
者に該当せず、また破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明
書」残高証明書・融資証明書

様式 申請書類等 改正内容

２２号の２ 変更届出書 「解体」の業種欄の追加。

２２号の３ 届出書 欠格要件の項目及び記載要領の変更。

２２号の４ 廃業届 「解体」の業種欄の追加。
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３．健康保険等の加入状況の変更届出について 

既に提出をしている「健康保険等の加入状況（様式 20号の３）」の内容に変更があった

場合、決算終了後の変更届出書の提出時に一緒に提出して下さい。 

 

４．特定建設業許可及び監理技術者等の配置要件について 

   建設業法施行令の一部を改正する政令により、特定建設業許可及び監理技術者の配置が必

要となる下請契約の請負代金額の下限について以下の変更があります。 

※民間工事における施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限においても同

様に引き上げます。 

 

 

 

 

また、工事現場ごとに配置される主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必

要となる重要な建設工事の請負代金の額については以下のように変更されます。 

 

 

 

   こちらの改正は、いずれも平成２８年６月１日より施行され、請負契約の時点に関わらず、

施行後は全ての工事について改正後の基準が適用されます。 

   また、監理技術者制度運用マニュアルにおいて、工期途中の監理技術者から主任技術者への

交代は慎重かつ必要最小限とすることとされています。 

 

 

 

建築一式工事：4,500万円→6,000万円 

建築一式以外の工事：3,000万円→4,000万円 

建築一式工事：5,000万円→7,000万円 

建築一式以外の工事：2,500万円→3,500万円 

★建設業法等改正の詳細、様式等については、下記ホームページをご覧ください。 
 

◆国土交通省土地・建設産業局建設業課ホームページ： 

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html 

「建設業法施行令の一部改正する政令」の閣議決定について 

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html 

 

◆高知県土木部建設管理課ホームページ：

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171301/kyokatou-index.html 
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コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
間

の
区

分
の

考
え

方
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

根
固

め
ブ

ロ
ッ

ク
、

消
波

ブ
ロ

ッ
ク

の
据

付
け

等
土

木
工

事
に

お
い

て
規

模
の

大
き

い
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

据
付

け
を

行
う

工
事

、
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

柱
、

梁
等

の
部

材
の

設
置

工
事

等
が

『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
据

付
け

工
事

」
で

あ
る

。
建

築
物

の
内

外
装

と
し

て
擬

石
等

を
は

り
付

け
る

工
事

や
法

面
処

理
、

又
は

擁
壁

と
し

て
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
を

積
み

、
又

は
は

り
付

け
る

工
事

等
が

『
石

工
事

』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
で

あ
る

。
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
に

よ
り

建
築

物
を

建
設

す
る

工
事

等
が

『
タ

イ
ル

・
れ

ん
が

・
ブ

ロ
ツ

ク
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
で

あ
り

、
エ

ク
ス

テ
リ

ア
工

事
と

し
て

こ
れ

を
行

う
場

合
を

含
む

。
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
組

立
工

事
」
と

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
工

事
」

と
の

区
分

の
考

え
方

は
、

鉄
骨

の
製

作
、

加
工

か
ら

組
立

て
ま

で
を

一
貫

し
て

請
け

負
う

の
が

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
工

事
」
で

あ
り

、
既

に
加

工
さ

れ
た

鉄
骨

を
現

場
で

組
立

て
る

こ
と

の
み

を
請

け
負

う
の

が
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
組

立
工

事
」
で

あ
る

。

ロ
　

く
い

打
ち

、
く
い

抜
き

及
び

場
所

打
ぐ

い
を

行
う

工
事

ロ
　

く
い

工
事

、
く
い

打
ち

工
事

、
く
い

抜
き

工
事

、
場

所
打

ぐ
い

工
事

－
ハ

　
土

砂
等

の
掘

削
、

盛
上

げ
、

締
固

め
等

を
行

う
工

事
ハ

　
土

工
事

、
掘

削
工

事
、

根
切

り
工

事
、

発
破

工
事

、
盛

土
工

事
－

ニ
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
よ

り
工

作
物

を
築

造
す

る
工

事
ニ

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

工
事

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

送
工

事
、

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
●

「
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

」
の

う
ち

橋
梁

等
の

土
木

工
作

物
を

総
合

的
に

建
設

す
る

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

工
事

は
『
土

木
一

式
工

事
』
に

該
当

す
る

。

ホ
　

そ
の

他
基

礎
的

な
い

し
は

準
備

的
工

事
ホ

　
地

す
べ

り
防

止
工

事
、

地
盤

改
良

工
事

、
ボ

ー
リ

ン
グ

グ
ラ

ウ
ト

工
事

、
土

留
め

工
事

、
仮

締
切

り
工

事
、

吹
付

け
工

事
、

法
面

保
護

工
事

、
道

路
付

属
物

設
置

工
事

、
屋

外
広

告
物

設
置

工
事

、
捨

石
工

事
、

外
構

工
事

、
は

つ
り

工
事

、
切

断
穿

孔
工

事
、

ア
ン

カ
ー

工
事

、
あ

と
施

工
ア

ン
カ

ー
工

事
、

潜
水

工
事

● ● ● ● ● ●

「
地

盤
改

良
工

事
」
と

は
、

薬
液

注
入

工
事

、
ウ

エ
ル

ポ
イ

ン
ト

工
事

等
各

種
の

地
盤

の
改

良
を

行
う

工
事

を
総

称
し

た
も

の
で

あ
る

。
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
吹

付
け

工
事

」
と

は
、

「
モ

ル
タ

ル
吹

付
け

工
事

」
及

び
「
種

子
吹

付
け

工
事

」
を

総
称

し
た

も
の

で
あ

り
、

法
面

処
理

等
の

た
め

に
モ

ル
タ

ル
又

は
種

子
を

吹
付

け
る

工
事

を
い

い
、

建
築

物
に

対
す

る
モ

ル
タ

ル
等

の
吹

付
け

は
『
左

官
工

事
』
に

お
け

る
「
吹

付
け

工
事

」
に

該
当

す
る

。
「
法

面
保

護
工

事
」
と

は
、

法
枠

の
設

置
等

に
よ

り
法

面
の

崩
壊

を
防

止
す

る
工

事
で

あ
る

。
「
道

路
付

属
物

設
置

工
事

」
に

は
、

道
路

標
識

や
ガ

ー
ド

レ
ー

ル
の

設
置

工
事

が
含

ま
れ

る
。

『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
物

設
置

工
事

」
と

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
工

事
」
と

の
区

分
の

考
え

方
は

、
現

場
で

屋
外

広
告

物
の

製
作

、
加

工
か

ら
設

置
ま

で
を

一
貫

し
て

請
け

負
う

の
が

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
工

事
」
で

あ
り

、
そ

れ
以

外
の

工
事

が
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
物

設
置

工
事

」
で

あ
る

。
ト

ン
ネ

ル
防

水
工

事
等

の
土

木
系

の
防

水
工

事
は

『
防

水
工

事
』
で

は
な

く
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』

に
該

当
し

、
い

わ
ゆ

る
建

築
系

の
防

水
工

事
は

『
防

水
工

事
』
に

該
当

す
る

。

石
工

事
石

材
（
石

材
に

類
似

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
及

び
擬

石
を

含
む

。
）

の
加

工
又

は
積

方
に

よ
り

工
作

物
を

築
造

し
、

又
は

工
作

物
に

石
材

を
取

付
け

る
工

事

石
積

み
（
張

り
）
工

事
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

積
み

（
張

り
）
工

事
●

『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
据

付
け

工
事

」
並

び
に

『
石

工
事

』
及

び
『
タ

イ
ル

・
れ

ん
が

・
ブ

ロ
ツ

ク
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
間

の
区

分
の

考
え

方
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

根
固

め
ブ

ロ
ッ

ク
、

消
波

ブ
ロ

ッ
ク

の
据

付
け

等
土

木
工

事
に

お
い

て
規

模
の

大
き

い
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

据
付

け
を

行
う

工
事

、
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

柱
、

梁
等

の
部

材
の

設
置

工
事

等
が

『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
据

付
け

工
事

」
で

あ
る

。
建

築
物

の
内

外
装

と
し

て
擬

石
等

を
は

り
付

け
る

工
事

や
法

面
処

理
、

又
は

擁
壁

と
し

て
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
を

積
み

、
又

は
は

り
付

け
る

工
事

等
が

『
石

工
事

』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
で

あ
る

。
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
に

よ
り

建
築

物
を

建
設

す
る

工
事

等
が

『
タ

イ
ル

・
れ

ん
が

・
ブ

ロ
ツ

ク
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
で

あ
り

、
エ

ク
ス

テ
リ

ア
工

事
と

し
て

こ
れ

を
行

う
場

合
を

含
む

。

業
種

区
分

、
建

設
工

事
の

内
容

、
例

示
、

区
分

の
考

え
方

（
平

成
2
8
年

6
月

ま
で

に
適

用
）

建
設

工
事

の
区

分
の

考
え

方
　

（
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

-5-



建
設

工
事

の
種

類
（
建

設
業

法
別

表
）

昭
和

4
6
年

制
定

建
設

工
事

の
内

容
　

（
告

示
）

建
設

工
事

の
例

示
　

（
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

業
種

区
分

、
建

設
工

事
の

内
容

、
例

示
、

区
分

の
考

え
方

（
平

成
2
8
年

6
月

ま
で

に
適

用
）

建
設

工
事

の
区

分
の

考
え

方
　

（
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

屋
根

工
事

瓦
、

ス
レ

ー
ト

、
金

属
薄

板
等

に
よ

り
屋

根
を

ふ
く
工

事
屋

根
ふ

き
工

事
● ● ●

 「
瓦

」
、

「
ス

レ
ー

ト
」
及

び
「
金

属
薄

板
」
に

つ
い

て
は

、
屋

根
を

ふ
く
材

料
の

別
を

示
し

た
も

の
に

す
ぎ

ず
、

ま
た

、
こ

れ
ら

以
外

の
材

料
に

よ
る

屋
根

ふ
き

工
事

も
多

い
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
を

包
括

し
て

「
屋

根
ふ

き
工

事
」
と

す
る

。
し

た
が

っ
て

板
金

屋
根

工
事

も
『
板

金
工

事
』
で

は
な

く
『
屋

根
工

事
』
に

該
当

す
る

。
 屋

根
断

熱
工

事
は

、
断

熱
処

理
を

施
し

た
材

料
に

よ
り

屋
根

を
ふ

く
工

事
で

あ
り

「
屋

根
ふ

き
工

事
」
の

一
類

型
で

あ
る

。
屋

根
一

体
型

の
太

陽
光

パ
ネ

ル
設

置
工

事
は

『
屋

根
工

事
』
に

該
当

す
る

。
太

陽
光

発
電

設
備

の
設

置
工

事
は

『
電

気
工

事
』
に

該
当

し
、

太
陽

光
発

電
パ

ネ
ル

を
屋

根
に

設
置

す
る

場
合

は
、

屋
根

等
の

止
水

処
理

を
行

う
工

事
が

含
ま

れ
る

。

電
気

工
事

発
電

設
備

、
変

電
設

備
、

送
配

電
設

備
、

構
内

電
気

設
備

等
を

設
置

す
る

工
事

発
電

設
備

工
事

、
送

配
電

線
工

事
、

引
込

線
工

事
、

変
電

設
備

工
事

、
構

内
電

気
設

備
（
非

常
用

電
気

設
備

を
含

む
。

）
工

事
、

照
明

設
備

工
事

、
電

車
線

工
事

、
信

号
設

備
工

事
、

ネ
オ

ン
装

置
工

事

● ●

屋
根

一
体

型
の

太
陽

光
パ

ネ
ル

設
置

工
事

は
『
屋

根
工

事
』
に

該
当

す
る

。
太

陽
光

発
電

設
備

の
設

置
工

事
は

『
電

気
工

事
』
に

該
当

し
、

太
陽

光
発

電
パ

ネ
ル

を
屋

根
に

設
置

す
る

場
合

は
、

屋
根

等
の

止
水

処
理

を
行

う
工

事
が

含
ま

れ
る

。
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

は
広

く
す

べ
て

の
機

械
器

具
類

の
設

置
に

関
す

る
工

事
が

含
ま

れ
る

た
め

、
機

械
器

具
の

種
類

に
よ

っ
て

は
『
電

気
工

事
』
、

『
管

工
事

』
、

『
電

気
通

信
工

事
』
、

『
消

防
施

設
工

事
』
等

と
重

複
す

る
も

の
も

あ
る

が
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

原
則

と
し

て
『
電

気
工

事
』
等

そ
れ

ぞ
れ

の
専

門
の

工
事

の
方

に
区

分
す

る
も

の
と

し
、

こ
れ

ら
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
機

械
器

具
あ

る
い

は
複

合
的

な
機

械
器

具
の

設
置

が
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

該
当

す
る

。

タ
イ

ル
・
れ

ん
が

・
ブ

ロ
ツ

ク
工

事
れ

ん
が

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
等

に
よ

り
工

作
物

を
築

造
し

、
又

は
工

作
物

に
れ

ん
が

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
、

タ
イ

ル
等

を
取

付
け

、
又

は
は

り
付

け
る

工
事

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

積
み

（
張

り
）
工

事
、

レ
ン

ガ
積

み
（
張

り
）
工

事
、

タ
イ

ル
張

り
工

事
、

築
炉

工
事

、
ス

レ
ー

ト
張

り
工

事
、

サ
イ

デ
ィ

ン
グ

工
事

● ● ●

「
ス

レ
ー

ト
張

り
工

事
」
と

は
、

ス
レ

ー
ト

を
外

壁
等

に
は

る
工

事
を

内
容

と
し

て
お

り
、

ス
レ

ー
ト

に
よ

り
屋

根
を

ふ
く
工

事
は

「
屋

根
ふ

き
工

事
」
と

し
て

『
屋

根
工

事
』
に

該
当

す
る

。
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
」
に

は
、

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

パ
ネ

ル
及

び
オ

ー
ト

ク
レ

イ
ブ

養
生

を
し

た
軽

量
気

ほ
う

コ
ン

ク
リ

ー
ト

パ
ネ

ル
も

含
ま

れ
る

。
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
据

付
け

工
事

」
並

び
に

『
石

工
事

』
及

び
『
タ

イ
ル

・
れ

ん
が

・
ブ

ロ
ツ

ク
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
間

の
区

分
の

考
え

方
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

根
固

め
ブ

ロ
ッ

ク
、

消
波

ブ
ロ

ッ
ク

の
据

付
け

等
土

木
工

事
に

お
い

て
規

模
の

大
き

い
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

据
付

け
を

行
う

工
事

、
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

柱
、

梁
等

の
部

材
の

設
置

工
事

等
が

『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
据

付
け

工
事

」
で

あ
る

。
建

築
物

の
内

外
装

と
し

て
擬

石
等

を
は

り
付

け
る

工
事

や
法

面
処

理
、

又
は

擁
壁

と
し

て
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
を

積
み

、
又

は
は

り
付

け
る

工
事

等
が

『
石

工
事

』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
で

あ
る

。
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
に

よ
り

建
築

物
を

建
設

す
る

工
事

等
が

『
タ

イ
ル

・
れ

ん
が

・
ブ

ロ
ツ

ク
工

事
』
に

お
け

る
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
（
張

り
）
工

事
」
で

あ
り

、
エ

ク
ス

テ
リ

ア
工

事
と

し
て

こ
れ

を
行

う
場

合
を

含
む

。

管
工

事
冷

暖
房

、
冷

凍
冷

蔵
、

空
気

調
和

、
給

排
水

、
衛

生
等

の
た

め
の

設
備

を
設

置
し

、
又

は
金

属
製

等
の

管
を

使
用

し
て

水
、

油
、

ガ
ス

、
水

蒸
気

等
を

送
配

す
る

た
め

の
設

備
を

設
置

す
る

工
事

冷
暖

房
設

備
工

事
、

冷
凍

冷
蔵

設
備

工
事

、
空

気
調

和
設

備
工

事
、

給
排

水
・
給

湯
設

備
工

事
、

厨
房

設
備

工
事

、
衛

生
設

備
工

事
、

浄
化

槽
工

事
、

水
洗

便
所

設
備

工
事

、
ガ

ス
管

配
管

工
事

、
ダ

ク
ト

工
事

、
管

内
更

生
工

事

● ● ● ● ● ●

「
冷

暖
房

設
備

工
事

」
、

「
冷

凍
冷

蔵
設

備
工

事
」
、

「
空

気
調

和
設

備
工

事
」
に

は
、

冷
媒

の
配

管
工

事
な

ど
フ

ロ
ン

類
の

漏
洩

を
防

止
す

る
工

事
が

含
ま

れ
る

。
し

尿
処

理
に

関
す

る
施

設
の

建
設

工
事

に
お

け
る

『
管

工
事

』
、

『
水

道
施

設
工

事
』
及

び
『
清

掃
施

設
工

事
』

間
の

区
分

の
考

え
方

は
、

規
模

の
大

小
を

問
わ

ず
浄

化
槽

（
合

併
処

理
槽

を
含

む
。

）
に

よ
り

し
尿

を
処

理
す

る
施

設
の

建
設

工
事

が
『
管

工
事

』
に

該
当

し
、

公
共

団
体

が
設

置
す

る
も

の
で

下
水

道
に

よ
り

収
集

さ
れ

た
汚

水
を

処
理

す
る

施
設

の
建

設
工

事
が

『
水

道
施

設
工

事
』
に

該
当

し
、

公
共

団
体

が
設

置
す

る
も

の
で

汲
取

方
式

に
よ

り
収

集
さ

れ
た

し
尿

を
処

理
す

る
施

設
の

建
設

工
事

が
『
清

掃
施

設
工

事
』
に

該
当

す
る

。
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

は
広

く
す

べ
て

の
機

械
器

具
類

の
設

置
に

関
す

る
工

事
が

含
ま

れ
る

た
め

、
機

械
器

具
の

種
類

に
よ

っ
て

は
『
電

気
工

事
』
、

『
管

工
事

』
、

『
電

気
通

信
工

事
』
、

『
消

防
施

設
工

事
』
等

と
重

複
す

る
も

の
も

あ
る

が
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

原
則

と
し

て
『
電

気
工

事
』
等

そ
れ

ぞ
れ

の
専

門
の

工
事

の
方

に
区

分
す

る
も

の
と

し
、

こ
れ

ら
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
機

械
器

具
あ

る
い

は
複

合
的

な
機

械
器

具
の

設
置

が
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

該
当

す
る

。
 建

築
物

の
中

に
設

置
さ

れ
る

通
常

の
空

調
機

器
の

設
置

工
事

は
『
管

工
事

』
に

該
当

し
、

ト
ン

ネ
ル

、
地

下
道

等
の

給
排

気
用

に
設

置
さ

れ
る

機
械

器
具

に
関

す
る

工
事

は
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

該
当

す
る

。
上

下
水

道
に

関
す

る
施

設
の

建
設

工
事

に
お

け
る

『
土

木
一

式
工

事
』
、

『
管

工
事

』
及

び
『
水

道
施

設
工

事
』

間
の

区
分

の
考

え
方

は
、

公
道

下
等

の
下

水
道

の
配

管
工

事
及

び
下

水
処

理
場

自
体

の
敷

地
造

成
工

事
が

『
土

木
一

式
工

事
』
で

あ
り

、
家

屋
そ

の
他

の
施

設
の

敷
地

内
の

配
管

工
事

及
び

上
水

道
等

の
配

水
小

管
を

設
置

す
る

工
事

が
『
管

工
事

』
で

あ
り

、
上

水
道

等
の

取
水

、
浄

水
、

配
水

等
の

施
設

及
び

下
水

処
理

場
内

の
処

理
設

備
を

築
造

、
設

置
す

る
工

事
が

『
水

道
施

設
工

事
』
で

あ
る

。
な

お
、

農
業

用
水

道
、

か
ん

が
い

用
配

水
施

設
等

の
建

設
工

事
は

『
水

道
施

設
工

事
』
で

は
な

く
『
土

木
一

式
工

事
』
に

該
当

す
る

。
公

害
防

止
施

設
を

単
体

で
設

置
す

る
工

事
に

つ
い

て
は

、
『
清

掃
施

設
工

事
』
で

は
な

く
、

そ
れ

ぞ
れ

の
公

害
防

止
施

設
ご

と
に

、
例

え
ば

排
水

処
理

設
備

で
あ

れ
ば

『
管

工
事

』
、

集
塵

設
備

で
あ

れ
ば

『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
等

に
区

分
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。
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建
設

工
事

の
種

類
（
建

設
業

法
別

表
）

昭
和

4
6
年

制
定

建
設

工
事

の
内

容
　

（
告

示
）

建
設

工
事

の
例

示
　

（
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

業
種

区
分

、
建

設
工

事
の

内
容

、
例

示
、

区
分

の
考

え
方

（
平

成
2
8
年

6
月

ま
で

に
適

用
）

建
設

工
事

の
区

分
の

考
え

方
　

（
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

鋼
構

造
物

工
事

形
鋼

、
鋼

板
等

の
鋼

材
の

加
工

又
は

組
立

て
に

よ
り

工
作

物
を

築
造

す
る

工
事

鉄
骨

工
事

、
橋

梁
工

事
、

鉄
塔

工
事

、
石

油
、

ガ
ス

等
の

貯
蔵

用
タ

ン
ク

設
置

工
事

、
屋

外
広

告
工

事
、

閘
門

、
水

門
等

の
門

扉
設

置
工

事
● ● ●

『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
組

立
工

事
」
と

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
工

事
」

と
の

区
分

の
考

え
方

は
、

鉄
骨

の
製

作
、

加
工

か
ら

組
立

て
ま

で
を

一
貫

し
て

請
け

負
う

の
が

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
工

事
」
で

あ
り

、
既

に
加

工
さ

れ
た

鉄
骨

を
現

場
で

組
立

て
る

こ
と

の
み

を
請

け
負

う
の

が
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
鉄

骨
組

立
工

事
」
で

あ
る

。
ビ

ル
の

外
壁

に
固

定
さ

れ
た

避
難

階
段

を
設

置
す

る
工

事
は

『
消

防
施

設
工

事
』
で

は
な

く
、

建
築

物
の

躯
体

の
一

部
の

工
事

と
し

て
『
建

築
一

式
工

事
』
又

は
『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

該
当

す
る

。
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
物

設
置

工
事

」
と

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
工

事
」
と

の
区

分
の

考
え

方
は

、
現

場
で

屋
外

広
告

物
の

製
作

、
加

工
か

ら
設

置
ま

で
を

一
貫

し
て

請
け

負
う

の
が

『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
工

事
」
で

あ
り

、
そ

れ
以

外
の

工
事

が
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

お
け

る
「
屋

外
広

告
物

設
置

工
事

」
で

あ
る

。

鉄
筋

工
事

棒
鋼

等
の

鋼
材

を
加

工
し

、
接

合
し

、
又

は
組

立
て

る
工

事
鉄

筋
加

工
組

立
て

工
事

、
鉄

筋
継

手
工

事
●

『
鉄

筋
工

事
』
は

「
鉄

筋
加

工
組

立
て

工
事

」
と

「
鉄

筋
継

手
工

事
」
か

ら
な

っ
て

お
り

、
「
鉄

筋
加

工
組

立
て

工
事

」
は

鉄
筋

の
配

筋
と

組
立

て
、

「
鉄

筋
継

手
工

事
」
は

配
筋

さ
れ

た
鉄

筋
を

接
合

す
る

工
事

で
あ

る
。

鉄
筋

継
手

に
は

ガ
ス

圧
接

継
手

、
溶

接
継

手
、

機
械

式
継

手
等

が
あ

る
。

舗
装

工
事

道
路

等
の

地
盤

面
を

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

砂
、

砂
利

、
砕

石
等

に
よ

り
舗

装
す

る
工

事
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

事
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

工
事

、
ブ

ロ
ッ

ク
舗

装
工

事
、

路
盤

築
造

工
事

● ●

舗
装

工
事

と
併

せ
て

施
工

さ
れ

る
こ

と
が

多
い

ガ
ー

ド
レ

ー
ル

設
置

工
事

に
つ

い
て

は
、

工
事

の
種

類
と

し
て

は
『
舗

装
工

事
』
で

は
な

く
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

該
当

す
る

。
人

工
芝

張
付

け
工

事
に

つ
い

て
は

、
地

盤
面

を
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

で
舗

装
し

た
上

に
は

り
付

け
る

も
の

は
『
舗

装
工

事
』
に

該
当

す
る

。
し

ゆ
ん

せ
つ

工
事

河
川

、
港

湾
等

の
水

底
を

し
ゆ

ん
せ

つ
す

る
工

事
し

ゆ
ん

せ
つ

工
事

－
板

金
工

事
金

属
薄

板
等

を
加

工
し

て
工

作
物

に
取

付
け

、
又

は
工

作
物

に
金

属
製

等
の

付
属

物
を

取
付

け
る

工
事

板
金

加
工

取
付

け
工

事
、

建
築

板
金

工
事

● ●

「
建

築
板

金
工

事
」
と

は
、

建
築

物
の

内
外

装
と

し
て

板
金

を
は

り
付

け
る

工
事

を
い

い
、

具
体

的
に

は
建

築
物

の
外

壁
へ

の
カ

ラ
ー

鉄
板

張
付

け
工

事
や

厨
房

の
天

井
へ

の
ス

テ
ン

レ
ス

板
張

付
け

工
事

等
で

あ
る

。
 「

瓦
」
、

「
ス

レ
ー

ト
」
及

び
「
金

属
薄

板
」
に

つ
い

て
は

、
屋

根
を

ふ
く
材

料
の

別
を

示
し

た
も

の
に

す
ぎ

ず
、

ま
た

、
こ

れ
ら

以
外

の
材

料
に

よ
る

屋
根

ふ
き

工
事

も
多

い
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
を

包
括

し
て

「
屋

根
ふ

き
工

事
」
と

す
る

。
し

た
が

っ
て

板
金

屋
根

工
事

も
『
板

金
工

事
』
で

は
な

く
『
屋

根
工

事
』
に

該
当

す
る

。
ガ

ラ
ス

工
事

工
作

物
に

ガ
ラ

ス
を

加
工

し
て

取
付

け
る

工
事

ガ
ラ

ス
加

工
取

付
け

工
事

、
ガ

ラ
ス

フ
ィ

ル
ム

工
事

－

塗
装

工
事

塗
料

、
塗

材
等

を
工

作
物

に
吹

付
け

、
塗

付
け

、
又

は
は

り
付

け
る

工
事

塗
装

工
事

、
溶

射
工

事
、

ラ
イ

ニ
ン

グ
工

事
、

布
張

り
仕

上
工

事
、

鋼
構

造
物

塗
装

工
事

、
路

面
標

示
工

事
●

下
地

調
整

工
事

及
び

ブ
ラ

ス
ト

工
事

に
つ

い
て

は
、

通
常

、
塗

装
工

事
を

行
う

際
の

準
備

作
業

と
し

て
当

然
に

含
ま

れ
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

防
水

工
事

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

、
モ

ル
タ

ル
、

シ
ー

リ
ン

グ
材

等
に

よ
つ

て
防

水
を

行
う

工
事

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

防
水

工
事

、
モ

ル
タ

ル
防

水
工

事
、

シ
ー

リ
ン

グ
工

事
、

塗
膜

防
水

工
事

、
シ

ー
ト

防
水

工
事

、
注

入
防

水
工

事
● ●

『
防

水
工

事
』
に

含
ま

れ
る

も
の

は
、

い
わ

ゆ
る

建
築

系
の

防
水

工
事

の
み

で
あ

り
、

ト
ン

ネ
ル

防
水

工
事

等
の

土
木

系
の

防
水

工
事

は
『
防

水
工

事
』
で

は
な

く
『
と

び
・
土

工
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
』
に

該
当

す
る

。
防

水
モ

ル
タ

ル
を

用
い

た
防

水
工

事
は

左
官

工
事

業
、

防
水

工
事

業
ど

ち
ら

の
業

種
の

許
可

で
も

施
工

可
能

で
あ

る
。

内
装

仕
上

工
事

木
材

、
石

膏
ボ

ー
ド

、
吸

音
板

、
壁

紙
、

た
た

み
、

ビ
ニ

ー
ル

床
タ

イ
ル

、
カ

ー
ペ

ッ
ト

、
ふ

す
ま

等
を

用
い

て
建

築
物

の
内

装
仕

上
げ

を
行

う
工

事

イ
ン

テ
リ

ア
工

事
、

天
井

仕
上

工
事

、
壁

張
り

工
事

、
内

装
間

仕
切

り
工

事
、

床
仕

上
工

事
、

た
た

み
工

事
、

ふ
す

ま
工

事
、

家
具

工
事

、
防

音
工

事

● ● ● ●

 「
家

具
工

事
」
と

は
、

建
築

物
に

家
具

を
据

付
け

又
は

家
具

の
材

料
を

現
場

に
て

加
工

若
し

く
は

組
み

立
て

て
据

付
け

る
工

事
を

い
う

。
 「

防
音

工
事

」
と

は
、

建
築

物
に

お
け

る
通

常
の

防
音

工
事

で
あ

り
、

ホ
ー

ル
等

の
構

造
的

に
音

響
効

果
を

目
的

と
す

る
よ

う
な

工
事

は
含

ま
れ

な
い

。
「
た

た
み

工
事

」
と

は
、

採
寸

、
割

付
け

、
た

た
み

の
製

造
・
加

工
か

ら
敷

き
こ

み
ま

で
を

一
貫

し
て

請
け

負
う

工
事

を
い

う
。

機
械

器
具

設
置

工
事

機
械

器
具

の
組

立
て

等
に

よ
り

工
作

物
を

建
設

し
、

又
は

工
作

物
に

機
械

器
具

を
取

付
け

る
工

事
プ

ラ
ン

ト
設

備
工

事
、

運
搬

機
器

設
置

工
事

、
内

燃
力

発
電

設
備

工
事

、
集

塵
機

器
設

置
工

事
、

給
排

気
機

器
設

置
工

事
、

揚
排

水
機

器
設

置
工

事
、

ダ
ム

用
仮

設
備

工
事

、
遊

技
施

設
設

置
工

事
、

舞
台

装
置

設
置

工
事

、
サ

イ
ロ

設
置

工
事

、
立

体
駐

車
設

備
工

事

● ● ● ●

『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

は
広

く
す

べ
て

の
機

械
器

具
類

の
設

置
に

関
す

る
工

事
が

含
ま

れ
る

た
め

、
機

械
器

具
の

種
類

に
よ

っ
て

は
『
電

気
工

事
』
、

『
管

工
事

』
、

『
電

気
通

信
工

事
』
、

『
消

防
施

設
工

事
』
等

と
重

複
す

る
も

の
も

あ
る

が
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

原
則

と
し

て
『
電

気
工

事
』
等

そ
れ

ぞ
れ

の
専

門
の

工
事

の
方

に
区

分
す

る
も

の
と

し
、

こ
れ

ら
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
機

械
器

具
あ

る
い

は
複

合
的

な
機

械
器

具
の

設
置

が
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

該
当

す
る

。
 「

運
搬

機
器

設
置

工
事

」
に

は
「
昇

降
機

設
置

工
事

」
も

含
ま

れ
る

。
 「

給
排

気
機

器
設

置
工

事
」
と

は
ト

ン
ネ

ル
、

地
下

道
等

の
給

排
気

用
に

設
置

さ
れ

る
機

械
器

具
に

関
す

る
工

事
で

あ
り

、
建

築
物

の
中

に
設

置
さ

れ
る

通
常

の
空

調
機

器
の

設
置

工
事

は
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
で

は
な

く
『
管

工
事

』
に

該
当

す
る

。
公

害
防

止
施

設
を

単
体

で
設

置
す

る
工

事
に

つ
い

て
は

、
『
清

掃
施

設
工

事
』
で

は
な

く
、

そ
れ

ぞ
れ

の
公

害
防

止
施

設
ご

と
に

、
例

え
ば

排
水

処
理

設
備

で
あ

れ
ば

『
管

工
事

』
、

集
塵

設
備

で
あ

れ
ば

『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
等

に
区

分
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

熱
絶

縁
工

事
工

作
物

又
は

工
作

物
の

設
備

を
熱

絶
縁

す
る

工
事

冷
暖

房
設

備
、

冷
凍

冷
蔵

設
備

、
動

力
設

備
又

は
燃

料
工

業
、

化
学

工
業

等
の

設
備

の
熱

絶
縁

工
事

、
ウ

レ
タ

ン
吹

付
け

断
熱

工
事

－

電
気

通
信

工
事

有
線

電
気

通
信

設
備

、
無

線
電

気
通

信
設

備
、

放
送

機
械

設
備

、
デ

ー
タ

通
信

設
備

等
の

電
気

通
信

設
備

を
設

置
す

る
工

事
電

気
通

信
線

路
設

備
工

事
、

電
気

通
信

機
械

設
置

工
事

、
放

送
機

械
設

置
工

事
、

空
中

線
設

備
工

事
、

デ
ー

タ
通

信
設

備
工

事
、

情
報

制
御

設
備

工
事

、
Ｔ

Ｖ
電

波
障

害
防

除
設

備
工

事

● ● ●

 「
情

報
制

御
設

備
工

事
」
に

は
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

等
の

情
報

処
理

設
備

の
設

置
工

事
も

含
ま

れ
る

。
 既

に
設

置
さ

れ
た

電
気

通
信

設
備

の
改

修
、

修
繕

又
は

補
修

は
『
電

気
通

信
工

事
』
に

該
当

す
る

。
な

お
、

保
守

（
電

気
通

信
施

設
の

機
能

性
能

及
び

耐
久

性
の

確
保

を
図

る
た

め
に

実
施

す
る

点
検

、
整

備
及

び
修

理
を

い
う

。
）
に

関
す

る
役

務
の

提
供

等
の

業
務

は
、

『
電

気
通

信
工

事
』
に

該
当

し
な

い
。

『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

は
広

く
す

べ
て

の
機

械
器

具
類

の
設

置
に

関
す

る
工

事
が

含
ま

れ
る

た
め

、
機

械
器

具
の

種
類

に
よ

っ
て

は
『
電

気
工

事
』
、

『
管

工
事

』
、

『
電

気
通

信
工

事
』
、

『
消

防
施

設
工

事
』
等

と
重

複
す

る
も

の
も

あ
る

が
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

原
則

と
し

て
『
電

気
工

事
』
等

そ
れ

ぞ
れ

の
専

門
の

工
事

の
方

に
区

分
す

る
も

の
と

し
、

こ
れ

ら
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
機

械
器

具
あ

る
い

は
複

合
的

な
機

械
器

具
の

設
置

が
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

該
当

す
る

。
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建
設

工
事

の
種

類
（
建

設
業

法
別

表
）

昭
和

4
6
年

制
定

建
設

工
事

の
内

容
　

（
告

示
）

建
設

工
事

の
例

示
　

（
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

業
種

区
分

、
建

設
工

事
の

内
容

、
例

示
、

区
分

の
考

え
方

（
平

成
2
8
年

6
月

ま
で

に
適

用
）

建
設

工
事

の
区

分
の

考
え

方
　

（
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

造
園

工
事

整
地

、
樹

木
の

植
栽

、
景

石
の

す
え

付
け

等
に

よ
り

庭
園

、
公

園
、

緑
地

等
の

苑
地

を
築

造
し

、
道

路
、

建
築

物
の

屋
上

等
を

緑
化

し
、

又
は

植
生

を
復

元
す

る
工

事

植
栽

工
事

、
地

被
工

事
、

景
石

工
事

、
地

ご
し

ら
え

工
事

、
公

園
設

備
工

事
、

広
場

工
事

、
園

路
工

事
、

水
景

工
事

、
屋

上
等

緑
化

工
事

、
緑

地
育

成
工

事

● ● ● ● ●

「
植

栽
工

事
」
に

は
、

植
生

を
復

元
す

る
建

設
工

事
が

含
ま

れ
る

。
「
広

場
工

事
」
と

は
、

修
景

広
場

、
芝

生
広

場
、

運
動

広
場

そ
の

他
の

広
場

を
築

造
す

る
工

事
で

あ
り

、
「
園

路
工

事
」
と

は
、

公
園

内
の

遊
歩

道
、

緑
道

等
を

建
設

す
る

工
事

で
あ

る
。

「
公

園
設

備
工

事
」
に

は
、

花
壇

、
噴

水
そ

の
他

の
修

景
施

設
、

休
憩

所
そ

の
他

の
休

養
施

設
、

遊
戯

施
設

、
便

益
施

設
等

の
建

設
工

事
が

含
ま

れ
る

。
「
屋

上
等

緑
化

工
事

」
と

は
、

建
築

物
の

屋
上

、
壁

面
等

を
緑

化
す

る
建

設
工

事
で

あ
る

。
「
緑

地
育

成
工

事
」
と

は
、

樹
木

、
芝

生
、

草
花

等
の

植
物

を
育

成
す

る
建

設
工

事
で

あ
り

、
土

壌
改

良
や

支
柱

の
設

置
等

を
伴

っ
て

行
う

工
事

で
あ

る
。

さ
く
井

工
事

さ
く
井

機
械

等
を

用
い

て
さ

く
孔

、
さ

く
井

を
行

う
工

事
又

は
こ

れ
ら

の
工

事
に

伴
う

揚
水

設
備

設
置

等
を

行
う

工
事

さ
く
井

工
事

、
観

測
井

工
事

、
還

元
井

工
事

、
温

泉
掘

削
工

事
、

井
戸

築
造

工
事

、
さ

く
孔

工
事

、
石

油
掘

削
工

事
、

天
然

ガ
ス

掘
削

工
事

、
揚

水
設

備
工

事
－

建
具

工
事

工
作

物
に

木
製

又
は

金
属

製
の

建
具

等
を

取
付

け
る

工
事

金
属

製
建

具
取

付
け

工
事

、
サ

ッ
シ

取
付

け
工

事
、

金
属

製
カ

ー
テ

ン
ウ

ォ
ー

ル
取

付
け

工
事

、
シ

ャ
ッ

タ
ー

取
付

け
工

事
、

自
動

ド
ア

ー
取

付
け

工
事

、
木

製
建

具
取

付
け

工
事

、
ふ

す
ま

工
事

－

水
道

施
設

工
事

上
水

道
、

工
業

用
水

道
等

の
た

め
の

取
水

、
浄

水
、

配
水

等
の

施
設

を
築

造
す

る
工

事
又

は
公

共
下

水
道

若
し

く
は

流
域

下
水

道
の

処
理

設
備

を
設

置
す

る
工

事

取
水

施
設

工
事

、
浄

水
施

設
工

事
、

配
水

施
設

工
事

、
下

水
処

理
設

備
工

事
● ●

上
下

水
道

に
関

す
る

施
設

の
建

設
工

事
に

お
け

る
『
土

木
一

式
工

事
』
、

『
管

工
事

』
及

び
『
水

道
施

設
工

事
』

間
の

区
分

の
考

え
方

は
、

公
道

下
等

の
下

水
道

の
配

管
工

事
及

び
下

水
処

理
場

自
体

の
敷

地
造

成
工

事
が

『
土

木
一

式
工

事
』
で

あ
り

、
家

屋
そ

の
他

の
施

設
の

敷
地

内
の

配
管

工
事

及
び

上
水

道
等

の
配

水
小

管
を

設
置

す
る

工
事

が
『
管

工
事

』
で

あ
り

、
上

水
道

等
の

取
水

、
浄

水
、

配
水

等
の

施
設

及
び

下
水

処
理

場
内

の
処

理
設

備
を

築
造

、
設

置
す

る
工

事
が

『
水

道
施

設
工

事
』
で

あ
る

。
な

お
、

農
業

用
水

道
、

か
ん

が
い

用
配

水
施

設
等

の
建

設
工

事
は

『
水

道
施

設
工

事
』
で

は
な

く
『
土

木
一

式
工

事
』
に

該
当

す
る

。
し

尿
処

理
に

関
す

る
施

設
の

建
設

工
事

に
お

け
る

『
管

工
事

』
、

『
水

道
施

設
工

事
』
及

び
『
清

掃
施

設
工

事
』

間
の

区
分

の
考

え
方

は
、

規
模

の
大

小
を

問
わ

ず
浄

化
槽

（
合

併
処

理
槽

を
含

む
。

）
に

よ
り

し
尿

を
処

理
す

る
施

設
の

建
設

工
事

が
『
管

工
事

』
に

該
当

し
、

公
共

団
体

が
設

置
す

る
も

の
で

下
水

道
に

よ
り

収
集

さ
れ

た
汚

水
を

処
理

す
る

施
設

の
建

設
工

事
が

『
水

道
施

設
工

事
』
に

該
当

し
、

公
共

団
体

が
設

置
す

る
も

の
で

汲
取

方
式

に
よ

り
収

集
さ

れ
た

し
尿

を
処

理
す

る
施

設
の

建
設

工
事

が
『
清

掃
施

設
工

事
』
に

該
当

す
る

。

消
防

施
設

工
事

火
災

警
報

設
備

、
消

火
設

備
、

避
難

設
備

若
し

く
は

消
火

活
動

に
必

要
な

設
備

を
設

置
し

、
又

は
工

作
物

に
取

付
け

る
工

事
屋

内
消

火
栓

設
置

工
事

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
置

工
事

、
水

噴
霧

、

泡
、

不
燃

性
ガ

ス
、

蒸
発

性
液

体
又

は
粉

末
に

よ
る

消
火

設
備

工

事
、

屋
外

消
火

栓
設

置
工

事
、

動
力

消
防

ポ
ン

プ
設

置
工

事
、

火
災

報
知

設
備

工
事

、
漏

電
火

災
警

報
器

設
置

工
事

、
非

常
警

報
設

備
工

事
、

金
属

製
避

難
は

し
ご

、
救

助
袋

、
緩

降
機

、
避

難
橋

又
は

排
煙

設

備
の

設
置

工
事

● ●

「
金

属
製

避
難

は
し

ご
」
と

は
、

火
災

時
等

に
の

み
使

用
す

る
組

立
式

の
は

し
ご

で
あ

り
、

ビ
ル

の
外

壁
に

固
定

さ
れ

た
避

難
階

段
等

は
こ

れ
に

該
当

し
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

こ
の

よ
う

な
固

定
さ

れ
た

避
難

階
段

を
設

置
す

る
工

事
は

『
消

防
施

設
工

事
』
で

は
な

く
、

建
築

物
の

躯
体

の
一

部
の

工
事

と
し

て
『
建

築
一

式
工

事
』
又

は
『
鋼

構
造

物
工

事
』
に

該
当

す
る

。
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

は
広

く
す

べ
て

の
機

械
器

具
類

の
設

置
に

関
す

る
工

事
が

含
ま

れ
る

た
め

、
機

械
器

具
の

種
類

に
よ

っ
て

は
『
電

気
工

事
』
、

『
管

工
事

』
、

『
電

気
通

信
工

事
』
、

『
消

防
施

設
工

事
』
等

と
重

複
す

る
も

の
も

あ
る

が
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

原
則

と
し

て
『
電

気
工

事
』
等

そ
れ

ぞ
れ

の
専

門
の

工
事

の
方

に
区

分
す

る
も

の
と

し
、

こ
れ

ら
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
機

械
器

具
あ

る
い

は
複

合
的

な
機

械
器

具
の

設
置

が
『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
に

該
当

す
る

。

清
掃

施
設

工
事

し
尿

処
理

施
設

又
は

ご
み

処
理

施
設

を
設

置
す

る
工

事
ご

み
処

理
施

設
工

事
、

し
尿

処
理

施
設

工
事

● ●

公
害

防
止

施
設

を
単

体
で

設
置

す
る

工
事

に
つ

い
て

は
、

『
清

掃
施

設
工

事
』
で

は
な

く
、

そ
れ

ぞ
れ

の
公

害
防

止
施

設
ご

と
に

、
例

え
ば

排
水

処
理

設
備

で
あ

れ
ば

『
管

工
事

』
、

集
塵

設
備

で
あ

れ
ば

『
機

械
器

具
設

置
工

事
』
等

に
区

分
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

し
尿

処
理

に
関

す
る

施
設

の
建

設
工

事
に

お
け

る
『
管

工
事

』
、

『
水

道
施

設
工

事
』
及

び
『
清

掃
施

設
工

事
』

間
の

区
分

の
考

え
方

は
、

規
模

の
大

小
を

問
わ

ず
浄

化
槽

（
合

併
処

理
槽

を
含

む
。

）
に

よ
り

し
尿

を
処

理
す

る
施

設
の

建
設

工
事

が
『
管

工
事

』
に

該
当

し
、

公
共

団
体

が
設

置
す

る
も

の
で

下
水

道
に

よ
り

収
集

さ
れ

た
汚

水
を

処
理

す
る

施
設

の
建

設
工

事
が

『
水

道
施

設
工

事
』
に

該
当

し
、

公
共

団
体

が
設

置
す

る
も

の
で

汲
取

方
式

に
よ

り
収

集
さ

れ
た

し
尿

を
処

理
す

る
施

設
の

建
設

工
事

が
『
清

掃
施

設
工

事
』
に

該
当

す
る

。

解
体

工
事

工
作

物
の

解
体

を
行

う
工

事
工

作
物

解
体

工
事

●
そ

れ
ぞ

れ
の

専
門

工
事

に
お

い
て

建
設

さ
れ

る
目

的
物

に
つ

い
て

、
そ

れ
の

み
を

解
体

す
る

工
事

は
各

専
門

工
事

に
該

当
す

る
。

総
合

的
な

企
画

、
指

導
、

調
整

の
も

と
に

土
木

工
作

物
や

建
築

物
を

解
体

す
る

工
事

は
、

そ
れ

ぞ
れ

『
土

木
一

式
工

事
』
や

『
建

築
一

式
工

事
』
に

該
当

す
る

。

-8-



国 土 交 通 省
土地・建設産業局

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

１．背景

解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、業種区
分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正
する法律」（平成26年法律第55号。以下「改正法」という。）が平成26年６月４日に公布
されたところである。
建設業法等の一部を改正する法律のうち、当該解体工事の新設に係る規定等公布の日

から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日を施行期日とされた規定の
施行等のため、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）を改正し所要の措置を講
ずることとする。

２．概要

（１）解体工事に係る技術者要件の見直し
ア 解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。【第１条】
イ 解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者（主任技術者）の要件を以下のと
おり定める。【第７条の３】
①法第27条第１項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若し
くは二級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限る。）又は一級の建築
施工管理若しくは二級の建築施工管理（種別を「建築」又は「躯体」とするもの
に限る。）とするものに合格した者

②技術士法第４条第１項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総
合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。）とするも
のに合格した者

③職業能力開発促進法第44条第１項の規定による技能検定のうち検定種目を一級の
とびとするものに合格した者又は検定種目を二級のとびとするものに合格した後
解体工事に関し３年以上の実務経験を有する者

④国土交通大臣の登録を受けた試験（登録試験）のうち、種目を解体工事とするも
の（登録解体工事試験）に合格した者

⑤土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者
のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者

⑥建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者
のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者

⑦とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有
する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有す
る者
また、これに伴い、登録解体工事試験の実施に係る所要の規定を整備する。【第

７条の４～第７条の22】
※特定建設業の営業所専任技術者（監理技術者）の要件は告示において定める予定。

ウ 平成33年３月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に
係る一般建設業の営業所専任技術者（主任技術者）として認めることを経過措置と
して規定。【附則第３条】
また、技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管

理（種別を「土木」とするものに限る。）、一級の建築施工管理若しくは二級の建築
施工管理（種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。）とするものについて
の既存合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習（以下、登録講習とい
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う。）の受講又は解体工事に関し１年以上の実務経験を有していることにより解体
工事の技術者として認めることを規定するとともに、上記イ②の者については、当
面の間、登録講習の受講又は解体工事に関し１年以上の実務経験を有することによ
り解体工事の技術者として認めることを規定する。なお、登録講習については、新
たに登録規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する
内容とする。【附則第２条】

（２）とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者（主任技術

者）の要件として、とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以
上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し８年を超
える実務の経験を有する者を加える。【第７条の３】

（３）解体工事業の追加に伴う各種様式の改正【各様式】

（４）登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
監理技術者が国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した場合における修了証の

交付を取りやめ、監理技術者資格者証に修了した旨を記載することとする。【第17条
の６、第17条の７、第17条の11、第17条の30】

（５）建設業許可の変更届出の対象追加
社会保険の加入状況を変更届出の対象とする。【第10条、様式第17号】

（６）施行期日
この省令は、平成28年６月から施行することとする。

３．今後のスケジュール
公 布 平成27年12月16日
施 行 平成28年６月１日
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解体工事業の技術者要件 

 

○監理技術者・・次のいずれかの資格等を有する者 
 ・１級土木施工管理技士 ※１ 

 ・１級建築施工管理技士 ※１ 

 ・技術士（建設部門又は総合技術監理部門（建設））※２ 

 ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として 4,500万円

以上の解体工事に関し２年以上の指導監督的な実務経験を有する者 

 

○主任技術者・・次のいずれかの資格等を有する者 

 ・監理技術者の資格のいずれか 

 ・２級土木施工管理技士（土木） ※１ 

 ・２級建築施工管理技士（建築又は躯体） ※１ 

 ・とび技能士（１級） 

 ・とび技能士（２級）合格後、解体工事に関し３年以上の実務経験を

有する者 

 ・登録技術試験（種目：解体工事）※３ 

 ・大卒（指定学科※４）３年以上、高卒（指定学科※４）５年以上、そ

の他１０年以上の実務経験 

 ・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務

の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を

超える実務の経験を有する者 

 ・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務

の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を

超える実務の経験を有する者 

 ・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上

の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し

８年を超える実務の経験を有する者 

 
※１ 平成２７年度までの合格者に対しては、解体工事業に関する実務経験１年以上又は登

録解体工事講習の受講が必要。 

※２ 当面の間、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 

※３ 平成２８年６月１日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告。 

※４ 解体工事講習の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科 

※５ ※１及び※２に記載の登録解体工事講習は、平成２８年６月１日より登録講習の申請

を開始し、登録後順次、官報公告。 
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　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

　「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等）

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

0A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

０２ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ４

0B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ４

１１ 7 7 7

１A 7 7 7 ７

１２ 7 7 7

１B 7 7 7 ７

１３ 7 7 7 7 7 7 7 7 ７

1C 7 7 7 7 7 7 7 7 ７

１４ 7 7 7 7 7 7 7 ７

1D 7 7 7 7 7 7 7 ７

１５ 7

１６ 7

1E 7 ７

２０ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７

2A 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７

２１ 7 ７

２２ 7 7 7 7 7 ７

2B 7 7 7 7 7 ７

２３ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

２７ 7

２８ 7

２９ 7

３０ 7

３３ 7

３４ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３７ 7 7 7 7 7 7

３８ 7 7 7 7 7

３９ 7

４１ 7 7 7 7 7 7 ７

4A 7 7 7 7 7 7 ７

４２ 7 7 7 7 7 7 7 7

4B 7 7 7 7 7 7 7 ７

４３ 7 7

4C 7 7 ７

４４ 7 7

４５ 7

４６ 7 7

４７ 7 7

４８ 7 7 7

４９ 7 7 7

4D 7 7 7 ７

５０ 7

５１ 7 7 7

5A 7 7 7 ７

５２ 7

５３ 7 7

５４ 7 7 7

５５ 7

５６ 7

電気事業法 免状 ５８ 7

電気通信事業法 資格者証 ５９ 7

水　道　法 免状 ６５ 7

６８ 7

６９ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

法第７条第2号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）（事務管理用）

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）（事務管理用）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）（附則第４条該当）

１級建築施工管理技士（附則第４条該当）

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

建設 ・ 総合技術監理（建設）（附則第４条該当）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（附則第４条該当）

１級電気工事施工管理技士

電気通信主任技術者 【５年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

消　防　法 免状
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

電気工事士法 免状
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

【５年】電気主任技術者　（第１種～第３種）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）（附則第４条該当）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）（附則第４条該当）

技
術
士
法

登
録
証

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

建
築
士
法

免
許
証

１級建築士

２級建築士

木造建築士

種
別

建 築

躯体（附則第４条
該 当 ）

２級建築施工管理技士
躯 体

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

合
格
証
明
書

１級建設機械施工技士

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

仕 上 げ

１級土木施工管理技士（附則第４条該当）

別表（二）　有資格コード一覧（一般建設業）１／２

法第７条第2号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

コード 資格区分
建設業の種類

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

土木（附則第４条
該 当 ）

１級建設機械施工技士（附則第４条該当）

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）（附則第４条該当）

２級土木施工管理技士
種
別

薬液注入（附則第
４ 条 該 当 ）

土 木

アルファ

ベットが

含まれる

コードは

解体工事

の許可を

取得する

方のみ使

用 

アルファベットが含まれるコード（０Ａ、１Ａ等）は解体工事新設に伴う経過措置用です。

解体工事の許可を取得する方のみ使用してください。 

※附則第４条により、「旧とび・土工工事業」の要件に該当する技術者は、平成３３年３

月３１日迄は、解体工事業の技術者とみなします（経過措置は許可業種に係らず全技術者

が対象です） 
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

７１ 7

６４ ７ 7

6B 7 7 ７

７２ 7

57 7 ７

5B 7 ７

７３ 7

7A 7 ７

６６ 7

6C 7 ７

７４ 7

７５ 7

７６ 7

７０ ７ 7 ７

７７ 7

７８ 7

７９ 7 7

８０ 7

８１ 7

８２ 7

８３ 7

８４ 7 7

８５ 7

８６ 7

８７ 7

８８ 7

８９ 7

９０ 7

９１ 7

６７ 7

９２ 7

９３ 7

９４ 7

９５ 7

９６ 7

９７ 7

９８ 7

６１ 7 7

6A 7 7 ７

40 7

６２ 7 7

６３ 7 7

60 ７

９９ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７

9A 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

その他
その他（上記コードに該当するものを除く）

造園　

防水施工

さく井

地すべり防止工事 【１年】

その他（上記コードに該当するものを除く）（事務管理用）

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

噴霧塗装

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

熱絶縁施工

別表（二）　有資格コード一覧（一般建設業）２／２

コード 資格区分

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建築大工

左官

コンクリート圧送施工

板金・建築板金・板金工（注４）

解体工事

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

配管（注１）・配管工

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・ れんが積み

鉄筋組立て・鉄筋施工（注３）

工場板金

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工

建築板金「ダクト板金作業」

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

石工・石材施工・石積み

鉄工（注２）・製罐
せいかん

ウェルポイント施工（附則第４条該当）

ウェルポイント施工

建設業の種類

とび・とび工

とび・とび工（附則第４条該当）

型枠施工（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（附則第４条該当）

型枠施工

基礎ぐい工事

地すべり防止工事（附則第４条該当） 【１年】

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレート施工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。 
ただし、平
成16年4月
1日時点で合
格していた
者は実務経
験1年以上。 

備考 

・資格区分右端の【  】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等 

 の写しの他に様式第九号（実務経験証明書）が必要となります。 

 

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の 
     配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。 
（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限 
     られます。 
（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作 
     業」とするものの双方に合格した者に限られます。 
（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、 
     選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。 

（注５） 土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。 

-13-



特定建設業指定７業種

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ２

0A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ２

０２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ５

0B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ５

０３ 3 3 3 3 3 3 3

０４ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ６

１１ 9 9 9

１A 9 9 9 ９

１２ 8

１B 8 ８

１３ 9 9 9 9 9 9 9 9 ９

1C 9 9 9 9 9 9 9 9 ９

１４ 8 8 8 8 ８

1D 8 8 8 8 ８

１５ 8

１６ 8

1E 8 ８

２０ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ９

2A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ９

２１ ８

２２ 8 8 8 8 ８

2B 8 8 8 8 ８

２３ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

２７ 9

２８

２９ 9

３０

３３ 9

３４

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３７ 9 9 9 9 9 9

３８ 8 8 8 8

３９ 8

４１ 9 9 9 9 9 9 ９

4A 9 9 9 9 9 9 ９

４２ 9 9 9 9 9 9 9 ９

4B 9 9 9 9 9 9 9 ９

４３ 9 9

4C 9 9 ９

４４ 9 9

４５ 9

４６ 9 9

４７ 9 9

４８ 9 9 9

４９ 9 9 9

4D 9 9 9 ９

５０ 9

５１ 9 9 9

5A 9 9 9 ９

５２ 9

５３ 9 9

５４ 9 9 9

５５

５６

電気事業法 ５８

電気通信事業法 ５９ 8

水　道　法 ６５

６８ 8

６９ 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 清

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

法第７条第２号　ロ　該当（事務管理用）

１級土木施工管理技士（附則第４条該当）

種
別

建 築

仕 上 げ

土木（附則第４条
該 当 ）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気通信主任技術者 【５年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

技
術
士
法

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

１級建築施工管理技士（附則第４条該当）

１級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）（附則第４条該当）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）（附則第４条該当）

建設 ・ 総合技術監理（建設）（附則第４条該当）

建設業の種類

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

２級電気工事施工管理技士

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級建設機械施工技士

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

資格区分

１級建築施工管理技士

法第７条第2号　イ　該当

法第７条第２号　ロ　該当

土 木

鋼構造物塗装

法第１５条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

別表（二）　有資格コード一覧（特定建設業）１／２

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

法第７条第2号　イ　該当（事務管理用）

「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

コード

１級建設機械施工技士（附則第４条該当）

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）（附則第４条該当）

２級土木施工管理技士
種
別

薬液注入（附則第
４ 条 該 当 ）

２級管工事施工管理技士

薬 液 注 入

躯体（附則第４条
該 当 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）（附則第４条該当）

法第１５条第２号　ハ　該当 （同号ロと同等以上）

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（附則第４条該当）

２級建築施工管理技士

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

１級電気工事施工管理技士

躯 体

アルファベットが含まれるコード（０Ａ、１

Ａ等）は解体工事新設に伴う経過措置用です。

解体工事の許可を取得する方のみ使用してく

ださい。 

※附則第４条により、「旧とび・土工工事

業」の要件に該当する技術者は、平成３３年

３月３１日迄は、解体工事業の技術者とみな

します（経過措置は許可業種に係らず全技術

者が対象です） 

 

アルファ

ベットが含

まれるコー

ドは解体工

事の許可を

取得する方

のみ使用 
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

７１ 8

６４ 8 8

6B 8 8 ８

７２ 8

57 8 ８

5B 8 ８

７３ 8

7A 8 ８

６６ 8

6C 8 ８

７４

７５

７６

７０ ８ ８

７７ 8

７８ 8

７９ 8 8

８０ 8

８１

８２ 8

８３ 8

８４ 8 8

８５ 8

８６ 8

８７ 8

８８ 8

８９ 8

９０ 8

９１ 8

６７ 8

９２ 8

９３ 8

９４ 8

９５ 8

９６

９７ 8

９８ 8

６１ 8 8

6A 8 8 ８

40 8

６２

６３

60 ８

９９ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ８

9A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３５～３６

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

その他
その他（上記に該当するものを除く）（事務管理用）

その他（上記に該当するものを除く）

造園　

防水施工

地すべり防止工事（附則第４条該当）

【１年】

【１年】

さく井

地すべり防止工事

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

解体工事

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工

鉄筋組立て・鉄筋施工（注３）

工場板金

板金・建築板金・板金工（注４）

板金・板金工・打出し板金

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

ウェルポイント施工

かわらぶき・スレート施工

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・ れんが積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

建築板金「ダクト板金作業」

配管（注１）・配管工

石工・石材施工・石積み

鉄工（注２）・製罐
せいかん

左官

建設業の種類

とび・とび工

給排水衛生設備配管

型枠施工（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工

基礎ぐい工事

別表（二）　有資格コード一覧（特定建設業）２／２

コード 資格区分

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建築大工

とび・とび工（附則第４条該当）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

型枠施工

※ 等級区分
が2級の場
合は、合格
後3年以上
の実務経験
を要する。 
ただし、平
成16年4月
1日時点で
合格してい
た者は実務
経験1年以
上。 

備考 

・資格区分右端の【  】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等 

 の他に様式第９号（実務経験証明書）が必要となります。 

 

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の 
     配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。 

（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限 
     られます。 

（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作 
     業」とするものの双方に合格した者に限られます。 

（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、 
     選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。 

（注５） 土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。 
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解体工事業の資格（解体工事業の許可を申請する事業者用資料） 
★アルファベットが含まれるコードは解体工事業の許可を申請する方のみご使用ください。 

 
解体工事業の資格、技術者の経過措置により大きく以下の３パターンに分けられます。 

１２～１５ページの有資格コード一覧と併せてご確認ください。 

 

◎パターン１：経過措置期間中（平成３３年３月３１日迄）は「旧とび・土工工事業」の技術者は「解体工事

業」の技術者とみなします（附則 4条による） 

資格 
平成28年3月31日ま

でに合格した者 
平成28年4月1日以降に合格した者 

１級建設機械施工技士 １Ａ 

解体工事業の技術者にはなれません 

２級建設機械施工技士（第１種～第６種） １Ｂ 

２級土木施工管理技士（薬液注入） １Ｅ 

農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） ４Ｃ 

水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） ４Ｄ 

森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） ５Ａ 

型枠施工 ６Ｂ 

コンクリート圧送施工 ７Ａ 

ウェルポイント施工 ６Ｃ 

地すべり防止工事（実務1年） ６Ａ 

→上記の資格については、経過措置後は「解体工事業」の技術者にはなれません。 

  

◎パターン２：経過措置期間中（平成３３年３月３１日迄）は「旧とび・土工工事業」の技術者は「解体工事

業」の技術者とみなします（附則 4条による） 

資格 

平成28年3月31日

までに合格した者 

（実務経験1年未満、

講習未受講） 

平成28年4月1日以降に合格した者 

もしくは 

平成28年3月31日までに合格し、かつ、

解体の実務経験1年あるいは講習受講の者 

１級土木施工管理技士 １Ｃ １３ 

２級土木施工管理技士（土木） １Ｄ １４ 

１級建築施工管理技士 ２Ａ ２０ 

２級建築施工管理技士（躯体） ２Ｂ ２２ 

建設・総合技術監理（建設） ４Ａ ４１ 

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構

造及びコンクリート」） 
４Ｂ ４２ 

とび・とび工 ５Ｂ ５７ 

→上記の資格については、経過措置後は平成２８年４月１日以降の資格合格者、もしくは平成２８年３

月３１日までに合格し、かつ解体の実務経験１年あるいは講習受講者でなければ「解体工事業」の技

術者にはなれません。 
＊アルファベットを含むコードで登録した技術者が実務経験1年を積むか、もしくは講習を受講した場合、コードの変更届の

提出が必要ですので、ご注意ください。 

（例：１Ｃで登録していた方が、実務経験 1年を積むか、もしくは講習を受講した場合→１Ｃから１３への変更届を提出して

ください） 

 

◎パターン３：今回、解体工事業の技術者要件として新設された為、経過措置なし→平成２８年４月１日以降

の資格合格者、もしくは平成２８年３月３１日までに合格し、かつ、解体の実務経験１年ある

いは講習受講者でなければ「解体工事業」の技術者にはなれません。 

資格 

平成28年3月31日ま

でに合格した者 

（実務経験1年未満、

講習未受講） 

平成28年4月1日以降に合格した者 

もしくは 

平成28年3月31日までに合格し、かつ、

解体の実務経験1年あるいは講習受講の者 

２級建築施工管理技士（建築） 
解体工事業の技術者に

はなれません 
２１ 

  →上記の資格については、新設の為、経過措置の対象ではありません。ご注意ください。 
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-1
-

改
正

案
様
式
第
一
号
（
第
二
条
関
係
）

現
行

様
式
第
一
号
（
第
二
条
関
係
）

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。
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-2
-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
０
４
「
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
こ
の
申
請
書
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
一
般

建
設
業
の
場
合
は
「
１
」
を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記

入
す
る
こ
と
。

「
１
」
を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（
）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

解
体
工
事
業
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

７
～

17
（
略
）

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
０
４
「
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
こ
の
申
請
書
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
一
般

建
設
業
の
場
合
は
「
１
」
を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記

入
す
る
こ
と
。

「
１
」
を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（
）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

７
～

17
（
略
）
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-3
-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

別
紙
一

別
紙
一
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-4
-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

別
紙
二
(

1)
別
紙
二
(

1)
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-5
-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
・
２

（
略
）

３
８
３
及
び
８
８
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

解
体
工
事
業
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

「
変
更
前
」
の
欄
は
、
既
に
営
業
し
て
い
る
建
設
業
が
あ
る
場
合
は
同
様
の
要
領
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

４
～
６

（
略
）

記
載
要
領

１
・
２

（
略
）

３
８
３
及
び
８
８
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

(新
設
)

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

「
変
更
前
」
の
欄
は
、
既
に
営
業
し
て
い
る
建
設
業
が
あ
る
場
合
は
同
様
の
要
領
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

４
～
６

（
略
）
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-6
-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

別
紙
四

（
略
）

記
載
要
領

１
「
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
建
設
業
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
別
紙
二
（
１
）
「
営
業
所
一
覧
表
（
新
規

許
可
等
）
」
又
は
別
紙
二
（
２
）
「
営
業
所
一
覧
表
（
更
新
）
」
の
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
に
記
載
し
た
建
設

業
の
う
ち
、
記
載
す
る
技
術
者
が
専
任
の
技
術
者
と
な
る
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
す
べ
て
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
土
－
９
」

の
よ
う
に
、
次
の
分
類
に
従
い
、
該
当
す
る
数
字
と
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
と
を
－
（
ハ
イ
フ
ン
）
で
結
ん

で
記
載
す
る
こ
と
。

・
一
般
建
設
業
の
場
合

「
１
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
該
当

「
４
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
該
当

「
７
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
該
当

・
特
定
建
設
業
の
場
合

「
２
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
３
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
イ
と
同
等
以
上
）

「
５
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
６
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
ロ
と
同
等
以
上
）

「
８
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
９
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
イ
該
当

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

解
体
工
事
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）

２
「
有
資
格
区
分
」
の
欄
は
、
記
載
す
る
技
術
者
が
専
任
の
技
術
者
と
し
て
該
当
す
る
法
第
７
条
第
２
号
及
び
法
第

15
条

第
２
号
の
区
分
（
法
第
７
条
第
２
号
ハ
に
該
当
す
る
者
又
は
法
第

15
条
第
２
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有

す
る
資
格
等
の
区
分
）
に
つ
い
て
別
表
（
二
）
の
分
類
に
従
い
、
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
。

別
紙
四

（
略
）

記
載
要
領

１
「
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
建
設
業
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
別
紙
二
（
１
）
「
営
業
所
一
覧
表
（
新
規

許
可
等
）
」
又
は
別
紙
二
（
２
）
「
営
業
所
一
覧
表
（
更
新
）
」
の
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
に
記
載
し
た
建
設

業
の
う
ち
、
記
載
す
る
技
術
者
が
専
任
の
技
術
者
と
な
る
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
す
べ
て
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
土
－
９
」

の
よ
う
に
、
次
の
分
類
に
従
い
、
該
当
す
る
数
字
と
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
と
を
－
（
ハ
イ
フ
ン
）
で
結
ん

で
記
載
す
る
こ
と
。

・
一
般
建
設
業
の
場
合

「
１
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
該
当

「
４
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
該
当

「
７
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
該
当

・
特
定
建
設
業
の
場
合

「
２
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
３
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
イ
と
同
等
以
上
）

「
５
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
６
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
ロ
と
同
等
以
上
）

「
８
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
９
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
イ
該
当

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）

２
「
有
資
格
区
分
」
の
欄
は
、
記
載
す
る
技
術
者
が
専
任
の
技
術
者
と
し
て
該
当
す
る
法
第
７
条
第
２
号
及
び
法
第

15
条

第
２
号
の
区
分
（
法
第
７
条
第
２
号
ハ
に
該
当
す
る
者
又
は
法
第

15
条
第
２
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有

す
る
資
格
等
の
区
分
）
に
つ
い
て
別
表
（
二
）
の
分
類
に
従
い
、
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
。
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-7
-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
八
号
（
第
三
条
関
係
）

様
式
第
八
号
（
第
三
条
関
係
）
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-8
-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～
６

（
略
）

７
６
４
「
今
後
担
当
す
る
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
６
１
「
区
分
」
の
欄
に
「
４
」
を
記
入
し
た
場
合
を
除
き
、
建

設
業
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
別
紙
二
（
１
）
「
営
業
所
一
覧
表
（
新
規
許
可
等
）
」
の
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建

設
業
」
の
欄
に
記
入
し
た
建
設
業
の
う
ち
、
証
明
し
よ
う
と
す
る
技
術
者
が
今
後
専
任
の
技
術
者
と
な
る
建
設
業
に
係
る
建

設
工
事
す
べ
て
に
つ
い
て
、
次
の
分
類
に
従
い
、
該
当
す
る
数
字
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記

入
す
る
こ
と
。

・
一
般
建
設
業
の
場
合

「
１
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
該
当

「
４
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
該
当

「
７
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
該
当

・
特
定
建
設
業
の
場
合

「
２
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
３
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
イ
と
同
等
以
上
）

「
５
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
６
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
ロ
と
同
等
以
上
）

「
８
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
９
｣
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
イ
該
当

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

解
体
工
事
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）

ま
た
、「
現
在
担
当
し
て
い
る
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
６
１
「
区
分
」
の
欄
に
「
１
」
、「
２
」
、「
４
」
又
は
「
５
」

を
記
入
し
た
場
合
（
記
載
要
領
１
（
１
）
①
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
、
現
在
証
明
さ
れ
て
い
る
専
任
の
技
術
者
に

つ
い
て
こ
れ
ま
で
専
任
の
技
術
者
と
な
つ
て
い
た
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
す
べ
て
を
、
同
様
の
要
領
に
よ
り
記
入
す
る
こ

と
。

８
～
１
０

（
略
）

記
載
要
領

１
～
６

（
略
）

７
６
４
「
今
後
担
当
す
る
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
６
１
「
区
分
」
の
欄
に
「
４
」
を
記
入
し
た
場
合
を
除
き
、
建

設
業
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
別
紙
二
（
１
）
「
営
業
所
一
覧
表
（
新
規
許
可
等
）
」
の
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建

設
業
」
の
欄
に
記
入
し
た
建
設
業
の
う
ち
、
証
明
し
よ
う
と
す
る
技
術
者
が
今
後
専
任
の
技
術
者
と
な
る
建
設
業
に
係
る
建

設
工
事
す
べ
て
に
つ
い
て
、
次
の
分
類
に
従
い
、
該
当
す
る
数
字
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記

入
す
る
こ
と
。

・
一
般
建
設
業
の
場
合

「
１
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
該
当

「
４
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
該
当

「
７
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
該
当

・
特
定
建
設
業
の
場
合

「
２
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
３
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
イ
と
同
等
以
上
）

「
５
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
６
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
ロ
と
同
等
以
上
）

「
８
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
９
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
イ
該
当

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）

ま
た
、「
現
在
担
当
し
て
い
る
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
６
１
「
区
分
」
の
欄
に
「
１
」
、「
２
」
、「
４
」
又
は
「
５
」

を
記
入
し
た
場
合
（
記
載
要
領
１
（
１
）
①
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
、
現
在
証
明
さ
れ
て
い
る
専
任
の
技
術
者
に

つ
い
て
こ
れ
ま
で
専
任
の
技
術
者
と
な
つ
て
い
た
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
す
べ
て
を
、
同
様
の
要
領
に
よ
り
記
入
す
る
こ

と
。

８
～
１
０

（
略
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
十
一
号
の
二

様
式
第
十
一
号
の
二
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～
６

（
略
）

７
７
４
「
今
後
担
当
で
き
る
建
設
工
事
の
種
類
（
建
設
業
法
第

15
条
第
２
号
ロ
又
は
ハ
関
係
）
」
の
欄
は
、
７
１
「
区
分
」

の
欄
に
「
５
」
を
記
入
し
た
場
合
を
除
き
、
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
て
い
る
者
で
法
第

15
条
第
２
号
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
技
術
者
が
い
る
場
合
に
、
当
該
技
術
者
が
同
号
ロ
の
指
導
監
督
的
な
実
務
の
経
験
を
有
す

る
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
又
は
同
号
ハ
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
分
類
に
従
い
、

該
当
す
る
数
字
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

「
２
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
３
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
イ
と
同
等
以
上
）

「
５
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
６
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
ロ
と
同
等
以
上
）

「
８
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

解
体
工
事
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）

ま
た
、
「
既
提
出
の
一
覧
表
に
お
け
る
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
７
１
「
区
分
」
の
欄
に
「
３
」
を
記
入
し
た
場
合

に
限
り
、
既
提
出
の
一
覧
表
の
「
今
後
担
当
で
き
る
建
設
工
事
の
種
類
（
建
設
業
法
第

15
条
第
２
号
ロ
又
は
ハ
関
係
）
」
の

欄
に
記
入
し
た
数
字
を
同
様
の
要
領
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

８
（
略
）

記
載
要
領

１
～
６

（
略
）

７
７
４
「
今
後
担
当
で
き
る
建
設
工
事
の
種
類
（
建
設
業
法
第

15
条
第
２
号
ロ
又
は
ハ
関
係
）
」
の
欄
は
、
７
１
「
区
分
」

の
欄
に
「
５
」
を
記
入
し
た
場
合
を
除
き
、
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
て
い
る
者
で
法
第

15
条
第
２
号
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
技
術
者
が
い
る
場
合
に
、
当
該
技
術
者
が
同
号
ロ
の
指
導
監
督
的
な
実
務
の
経
験
を
有
す

る
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
又
は
同
号
ハ
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
分
類
に
従
い
、

該
当
す
る
数
字
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

「
２
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
イ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
３
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
イ
と
同
等
以
上
）

「
５
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ロ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

「
６
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第

15
条
第
２
号
ハ
該
当
（
同
号
ロ
と
同
等
以
上
）

「
８
」
・
・
・
・
・
・
・
法
第
７
条
第
２
号
ハ
及
び
法
第

15
条
第
２
号
ロ
該
当

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）

ま
た
、
「
既
提
出
の
一
覧
表
に
お
け
る
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
７
１
「
区
分
」
の
欄
に
「
３
」
を
記
入
し
た
場
合

に
限
り
、
既
提
出
の
一
覧
表
の
「
今
後
担
当
で
き
る
建
設
工
事
の
種
類
（
建
設
業
法
第

15
条
第
２
号
ロ
又
は
ハ
関
係
）
」
の

欄
に
記
入
し
た
数
字
を
同
様
の
要
領
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

８
（
略
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
十
二
号
（
第
四
条
関
係
）

様
式
第
十
二
号
（
第
四
条
関
係
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
十
三
号
（
第
四
条
関
係
）

様
式
第
十
三
号
（
第
四
条
関
係
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
号
の
三

様
式
第
二
十
号
の
三
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
こ
の
表
は
、
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
の
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

（
１
）

①
現
在
有
効
な
許
可
を
ど
の
許
可
行
政
庁
か
ら
も
受
け
て
い
な
い
者
が
初
め
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合

②
現
在
有
効
な
許
可
を
受
け
て
い
る
行
政
庁
以
外
の
許
可
行
政
庁
に
対
し
新
規
に
許
可
を
申
請
す
る
場
合

③
一
般
建
設
業
の
許
可
の
み
を
受
け
て
い
る
者
が
新
た
に
特
定
建
設
業
の
許
可
を
申
請
す
る
場
合
又
は
特
定
建
設
業

の
許
可
の
み
を
受
け
て
い
る
者
が
新
た
に
一
般
建
設
業
の
許
可
を
申
請
す
る
場
合

④
一
般
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
他
の
建
設
業
に
つ
い
て
一
般
建
設
業
の
許
可
を
申
請
す
る
場
合
又
は
特

定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
他
の
建
設
業
に
つ
い
て
特
定
建
設
業
の
許
可
を
申
請
す
る
場
合

⑤
既
に
受
け
て
い
る
建
設
業
の
許
可
に
つ
い
て
そ
の
更
新
を
申
請
す
る
場
合

「
申
請
者

こ
の
場
合
、
「
(
１
)
」
を
○
で
囲
み
、

の
「
届
出
者
」
を
消
す
と
と
も
に
、
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
欄

届
出
者
」

は
、
申
請
時
の
加
入
状
況
を
記
入
す
る
こ
と
。

（
２
）

既
提
出
の
表
に
記
入
さ
れ
た
保
険
加
入
の
有
無
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

「
申
請
者

こ
の
場
合
、
「
(
２
)
」
を
○
で
囲
み
、

の
「
申
請
者
」
を
消
す
と
と
も
に
、
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
欄

届
出
者
」

は
、
変
更
後
の
加
入
状
況
を
記
入
す
る
こ
と
。

「
申
請
者

２
の
欄
は
、
こ
の
表
に
よ
り
建
設
業
の
許
可
の
申
請
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の

届
出
者
」

他
に
こ
の
表
を
作
成
し
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
者
に
加
え
、
そ
の
者
の
氏
名
も
併
記
し
、
押
印
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
は
、
作
成
に
係
る
委
任
状
の
写
し
そ
の
他
の
作
成
等
に
係
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

「
地
方
整
備
局
長

「
国
土
交
通
大
臣

「
般

３
北
海
道
開
発
局
長

及
び

に
つ
い
て
は
、
不
要
の
も
の
を
消
す
こ
と
。

知
事
」

特
」

知
事
」
、

４
「
許
可
番
号
」
及
び
「
許
可
年
月
日
」
の
欄
は
、
現
在
２
以
上
の
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
で
許
可
年
月
日
が
複

数
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

５
「
営
業
所
の
名
称
」
の
欄
は
、
別
記
様
式
第
一
号
別
紙
二
に
記
載
し
た
順
に
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
従
業
員
数
」
の
欄
は
、
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
、
個
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
事
業
主
を
含
め
全
て
の
従
業
員
数
(
建
設

業
以
外
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
)
を
記
載
す
る
こ
と
。
（

）
内
に
は
、
役
員
又
は
個
人
事
業
主
（
同
居
の
親
族
で
あ
る
従
業

員
を
含
む
。
）
の
人
数
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
「
健
康
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と

に
つ
い
て
の
日
本
年
金
機
構
又
は
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
「
１
」
を
、
行
つ
て
い
な
い
場
合
は

「
２
」
を
、
従
業
員
が
４
人
以
下
で
あ
る
個
人
事
業
主
で
あ
る
場
合
等
の
健
康
保
険
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
場
合
は
「
３
」
を

記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
（
大
正

11
年
法
律
第

70
号
）
第

34
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承
認

に
係
る
営
業
所
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
事
業
所
で
な
く
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
は
、
記
入
を
要
し
な
い
。

８
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
「
厚
生
年
金
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得

し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
日
本
年
金
機
構
に
対
す
る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
「
１
」
を
、
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
「
２
」
を
、

従
業
員
が
４
人
以
下
で
あ
る
個
人
事
業
主
で
あ
る
場
合
等
の
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
場
合
は
「
３
」
を
記
入
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

29
年
法
律
第

11
5
号
）
第
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承

認
に
係
る
営
業
所
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
事
業
所
で
な
く
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
は
、
記
入
を
要
し
な
い
。

９
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
「
雇
用
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と
な
つ
た

こ
と
に
つ
い
て
の
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
対
す
る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
「
１
」
を
、
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
「
２
」

を
、
従
業
員
が
１
人
も
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
等
の
雇
用
保
険
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
場
合
は
「
３
」
を
記
入
す
る
こ
と
。

10
「
事
業
所
整
理
記
号
等
」
の
「
健
康
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
（
健
康
保
険
組
合
に

あ
つ
て
は
健
康
保
険
組
合
名
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
第

34
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承

認
に
係
る
営
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
本
店
（
○
○
支
店
等
）
一
括
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

記
載
要
領

１
「
営
業
所
の
名
称
」
の
欄
は
、
別
記
様
式
第
一
号
別
紙
二
に
記
載
し
た
順
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
従
業
員
数
」
の
欄
は
、
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
、
個
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
事
業
主
を
含
め
全
て
の
従
業
員
数
(
建
設

業
以
外
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
)
を
記
載
す
る
こ
と
。
（

）
内
に
は
、
役
員
又
は
個
人
事
業
主
（
同
居
の
親
族
で
あ
る
従
業

員
を
含
む
。
）
の
人
数
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
「
健
康
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と

に
つ
い
て
の
日
本
年
金
機
構
又
は
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
「
１
」
を
、
行
つ
て
い
な
い
場
合
は

「
２
」
を
、
従
業
員
が
４
人
以
下
で
あ
る
個
人
事
業
主
で
あ
る
場
合
等
の
健
康
保
険
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
場
合
は
「
３
」
を

記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
（
大
正

11
年
法
律
第

70
号
）
第

34
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承
認

に
係
る
営
業
所
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
事
業
所
で
な
く
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
は
、
記
入
を
要
し
な
い
。

４
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
「
厚
生
年
金
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得

し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
日
本
年
金
機
構
に
対
す
る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
「
１
」
を
、
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
「
２
」
を
、

従
業
員
が
４
人
以
下
で
あ
る
個
人
事
業
主
で
あ
る
場
合
等
の
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
場
合
は
「
３
」
を
記
入
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

29
年
法
律
第

11
5
号
）
第
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承

認
に
係
る
営
業
所
（
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
事
業
所
で
な
く
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
は
、
記
入
を
要
し
な
い
。

５
「
保
険
加
入
の
有
無
」
の
「
雇
用
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と
な
つ
た

こ
と
に
つ
い
て
の
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
対
す
る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
「
１
」
を
、
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
「
２
」

を
、
従
業
員
が
１
人
も
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
等
の
雇
用
保
険
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
場
合
は
「
３
」
を
記
入
す
る
こ
と
。

６
「
事
業
所
整
理
記
号
等
」
の
「
健
康
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
（
健
康
保
険
組
合
に

あ
つ
て
は
健
康
保
険
組
合
名
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
第

34
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承

認
に
係
る
営
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
本
店
（
○
○
支
店
等
）
一
括
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

11
「
事
業
所
整
理
記
号
等
」
の
「
厚
生
年
金
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
載
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
本

店
（
○
○
支
店
等
）
一
括
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

12
「
事
業
所
整
理
記
号
等
」
の
「
雇
用
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
労
働
保
険
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
労
働
保
険

の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

44
年
法
律
第

84
号
）
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
継
続
事
業
の
一
括
の
認
可
に
係
る

営
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
本
店
（
○
○
支
店
等
）
一
括
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
事
業
所
整
理
記
号
等
」
の
「
厚
生
年
金
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
載
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
本

店
（
○
○
支
店
等
）
一
括
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
事
業
所
整
理
記
号
等
」
の
「
雇
用
保
険
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
労
働
保
険
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
労
働
保
険

の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

44
年
法
律
第

84
号
）
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
継
続
事
業
の
一
括
の
認
可
に
係
る

営
業
所
に
つ
い
て
は
、
「
本
店
（
○
○
支
店
等
）
一
括
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
一
号

様
式
第
二
十
一
号
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
二
号

（
削
除
）

様
式
第
二
十
二
号
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
二
号
の
二
（
第
八
条
、
第
九
条
関
係
）

様
式
第
二
十
二
号
の
二
（
第
八
条
、
第
九
条
関
係
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～

20
（
略
）

21
８
３
及
び
８
８
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」
を
、
特
定
建
設
業
の
場
合

は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

解
体
工
事
業
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業（
タ
）
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

22
（
略
）

記
載
要
領

１
～

20
（
略
）

21
８
３
及
び
８
８
「
営
業
し
よ
う
と
す
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」
を
、
特
定
建
設
業
の
場
合

は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業（
タ
）
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

22
（
略
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
二
号
の
三
（
第
十
条
の
二
関
係
）

様
式
第
二
十
二
号
の
三
（
第
十
条
の
二
関
係
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
こ
の
届
出
書
は
次
の
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

（
１
）
～
（
４
）

（
略
）

（
５
）

法
第
８
条
第
１
号
及
び
第
７
号
か
ら
第

13
号
ま
で
に
規
定
す
る
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

こ
の
場
合
、
「
（
５
）
」
を
○
で
囲
む
と
と
も
に
、
「
具
体
的
事
由
」
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

２
～
６

（
略
）

７
「
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
届
け
出
た
技
術
者
が
専
任
の
技
術
者
と
な
つ
て
い
た
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に

つ
い
て
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
で
記
載
す
る
こ
と
。

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

解
体
工
事
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）

記
載
要
領

１
こ
の
届
出
書
は
次
の
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

（
１
）
～
（
４
）

（
略
）

（
５
）

法
第
８
条
第
１
号
及
び
第
７
号
か
ら
第

11
号
ま
で
に
規
定
す
る
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

こ
の
場
合
、
「
（
５
）
」
を
○
で
囲
む
と
と
も
に
、
「
具
体
的
事
由
」
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

２
～
６

（
略
）

７
「
建
設
工
事
の
種
類
」
の
欄
は
、
届
け
出
た
技
術
者
が
専
任
の
技
術
者
と
な
つ
て
い
た
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に

つ
い
て
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
で
記
載
す
る
こ
と
。

土
木
一
式
工
事
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
（
絶
）

建
築
一
式
工
事
（
建
）

鉄
筋
工
事
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
（
通
）

大
工
工
事
（
大
）

ほ
装
工
事
（
ほ
）

造
園
工
事
（
園
）

左
官
工
事
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
（
井
）

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
と
）

板
金
工
事
（
板
）

建
具
工
事
（
具
）

石
工
事
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
（
水
）

屋
根
工
事
（
屋
）

塗
装
工
事
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
（
消
）

電
気
工
事
（
電
）

防
水
工
事
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
（
清
）

管
工
事
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
（
内
）

(新
設
)

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
（
機
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
二
号
の
四
（
第
十
条
の
三
関
係
）

様
式
第
二
十
二
号
の
四
（
第
十
条
の
三
関
係
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
５
６
「
廃
止
し
た
建
設
業
」
の
欄
は
、
こ
の
届
出
書
に
よ
り
廃
止
を
届
け
出
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

解
体
工
事
業
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

７
～
９

（
略
）

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
５
６
「
廃
止
し
た
建
設
業
」
の
欄
は
、
こ
の
届
出
書
に
よ
り
廃
止
を
届
け
出
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
、
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
（
タ
）

機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

７
～
９

（
略
）

-39-



-
24

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
三
（
第
十
七
条
の
六
関
係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
三
（
第
十
七
条
の
六
関
係
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
四
（
第
十
七
条
の
二
十
九
関
係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
四
（
第
十
七
条
の
二
十
九
関
係
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～
９

（
略
）

10
「
監
理
技
術
者
資
格
」
の
欄
に
お
け
る
「
区
分
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
資
格
者
証
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
監
理
技
術
者
資
格

に
つ
い
て
別
表
(
二
)
の
分
類
に
従
い
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
資
格
が
法
第

15
条
第
２
号
ロ

に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
０
５
と
記
入
す
る
こ
と
。

「
番
号
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
当
該
資
格
が
法
第

27
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
級
の
技
術
検
定
の
合
格
で
あ
る
場
合
に

は
技
術
検
定
合
格
証
明
書
の
番
号
を
、
建
築
士
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

20
2
号
）
に
基
づ
く
一
級
の
建
築
士
で
あ
る
場
合

に
は
建
築
士
登
録
番
号
を
、
技
術
士
法
（
昭
和

58
年
法
律
第

25
号
）
に
基
づ
く
第
二
次
試
験
の
合
格
で
あ
る
場
合
に
は
第

二
次
試
験
合
格
証
番
号
を
、
法
第

15
条
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
同
号
ロ
の
指
導
監
督
的
な
実
務
の

経
験
の
基
礎
と
な
る
建
設
工
事
の
種
類
に
応
じ
下
表
の
番
号
を
、
法
第

15
条
第
２
号
ハ
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

で
あ
る
場
合
に
は
認
定
番
号
を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
カ
ラ
ム
に
例
え
ば
□
□
□
□
□
□
□
□
１
２
の
よ
う
に
右
詰
め
で

記
入
す
る
こ
と
。

番
号

建
設
工
事
の
種
類

番
号

建
設
工
事
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

03
大

工
工

事
15

板
金

工
事

24
さ

く
井

工
事

04
左

官
工

事
16

ガ
ラ

ス
工

事
25

建
具

工
事

05
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

17
塗

装
工

事
26

水
道

施
設

工
事

06
石

工
事

18
防

水
工

事
27

消
防

施
設

工
事

07
屋

根
工

事
19

内
装

仕
上

工
事

28
清

掃
施

設
工

事
10

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
機
械
器
具
設
置
工
事

29
解

体
工

事
12

鉄
筋

工
事

21
熱

絶
縁

工
事

14
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事

22
電

気
通

信
工

事

11
「
監
理
技
術
者
講
習
修
了
履
歴
」
の
欄
に
お
け
る
「
修
了
番
号
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
過
去
５
年
以
内
に
修
了
し
た
監
理
技

術
者
講
習
が
あ
る
場
合
に
限
り
記
入
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
過
去
５
年
以
内
に
講
習
を
複
数
回
修
了
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
最
新
の
も
の
の
修
了
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

記
載
要
領

１
～
９

（
略
）

10
「
監
理
技
術
者
資
格
」
の
欄
に
お
け
る
「
区
分
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
資
格
者
証
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
監
理
技
術
者
資
格

に
つ
い
て
別
表
(
二
)
の
分
類
に
従
い
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
資
格
が
法
第

15
条
第
２
号
ロ

に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
０
５
と
記
入
す
る
こ
と
。

「
番
号
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
当
該
資
格
が
法
第

27
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
技
術
検
定
の
合
格
で
あ
る
場
合
に

は
技
術
検
定
合
格
証
明
書
の
番
号
を
、
建
築
士
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

20
2
号
）
に
基
づ
く
一
級
の
建
築
士
で
あ
る
場
合

に
は
建
築
士
登
録
番
号
を
、
技
術
士
法
（
昭
和

58
年
法
律
第

25
号
）
に
基
づ
く
第
二
次
試
験
の
合
格
で
あ
る
場
合
に
は
第

二
次
試
験
合
格
証
番
号
を
、
法
第

15
条
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
同
号
ロ
の
指
導
監
督
的
な
実
務
の

経
験
の
基
礎
と
な
る
建
設
工
事
の
種
類
に
応
じ
下
表
の
番
号
を
、
法
第

15
条
第
２
号
ハ
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

で
あ
る
場
合
に
は
認
定
番
号
を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
カ
ラ
ム
に
例
え
ば
□
□
□
□
□
□
□
□
１
２
の
よ
う
に
右
詰
め
で

記
入
す
る
こ
と
。

番
号

建
設
工
事
の
種
類

番
号

建
設
工
事
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

03
大

工
工

事
15

板
金

工
事

24
さ

く
井

工
事

04
左

官
工

事
16

ガ
ラ

ス
工

事
25

建
具

工
事

05
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

17
塗

装
工

事
26

水
道

施
設

工
事

06
石

工
事

18
防

水
工

事
27

消
防

施
設

工
事

07
屋

根
工

事
19

内
装

仕
上

工
事

28
清

掃
施

設
工

事
10

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
機
械
器
具
設
置
工
事
（
新
設
）

（
新
設
）

12
鉄

筋
工

事
21

熱
絶

縁
工

事
14

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事

22
電

気
通

信
工

事

（
新
設
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
五
（
第
十
七
条
の
三
十
関
係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
五
（
第
十
七
条
の
三
十
関
係
）

ｓ
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
六
（
第
十
七
条
の
三
十
一
関
係
）

（
略
）

記
載
要
領

１
～
９

（
略
）

10
「
監
理
技
術
者
資
格
」
の
欄
は
、
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
監
理
技
術
者
資
格
を
有
し
な

く
な
つ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
「
区
分
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
資
格
者
証
か
ら
記
載
を
削
除
し
よ

う
と
す
る
監
理
技
術
者
資
格
に
つ
い
て
別
表
(
二
)
の
分
類
に
従
い
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
資

格
が
法
第

15
条
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
０
５
と
記
入
す
る
こ
と
。

「
番
号
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
資
格
者
証
か
ら
記
載
を
削
除
し
よ
う
と
す
る
当
該
資
格
が
法
第

27
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
一
級
の
技
術
検
定
の
合
格
で
あ
る
場
合
に
は
技
術
検
定
合
格
証
明
書
の
番
号
を
、
建
築
士
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

20
2

号
）
に
基
づ
く
一
級
の
建
築
士
で
あ
る
場
合
に
は
建
築
士
登
録
番
号
を
、
技
術
士
法
（
昭
和

58
年
法
律
第

25
号
）
に
基
づ

く
第
二
次
試
験
の
合
格
で
あ
る
場
合
に
は
第
二
次
試
験
合
格
証
番
号
を
、
法
第

15
条
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る

場
合
に
は
同
号
ロ
の
指
導
監
督
的
な
実
務
の
経
験
の
基
礎
と
な
る
建
設
工
事
の
種
類
に
応
じ
下
表
の
番
号
を
、
法
第

15
条

第
２
号
ハ
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
で
あ
る
場
合
に
は
認
定
番
号
を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
カ
ラ
ム
に
例
え
ば
□
□

□
□
□
□
□
□
１
２
の
よ
う
に
右
詰
め
で
記
入
す
る
こ
と
。

番
号

建
設
工
事
の
種
類

番
号

建
設
工
事
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

03
大

工
工

事
15

板
金

工
事

24
さ

く
井

工
事

04
左

官
工

事
16

ガ
ラ

ス
工

事
25

建
具

工
事

05
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

17
塗

装
工

事
26

水
道

施
設

工
事

06
石

工
事

18
防

水
工

事
27

消
防

施
設

工
事

07
屋

根
工

事
19

内
装

仕
上

工
事

28
清

掃
施

設
工

事
10

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
機
械
器
具
設
置
工
事

29
解

体
工

事
12

鉄
筋

工
事

21
熱

絶
縁

工
事

14
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事

22
電

気
通

信
工

事

様
式
第
二
十
五
号
の
六
（
第
十
七
条
の
三
十
一
関
係
）

（
略
）

記
載
要
領

１
～
９

（
略
）

10
「
監
理
技
術
者
資
格
」
の
欄
は
、
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
監
理
技
術
者
資
格
を
有
し
な

く
な
つ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
「
区
分
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
資
格
者
証
か
ら
記
載
を
削
除
し
よ

う
と
す
る
監
理
技
術
者
資
格
に
つ
い
て
別
表
(
二
)
の
分
類
に
従
い
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
資

格
が
法
第

15
条
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
０
５
と
記
入
す
る
こ
と
。

「
番
号
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
資
格
者
証
か
ら
記
載
を
削
除
し
よ
う
と
す
る
当
該
資
格
が
法
第

27
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
一
級
の
技
術
検
定
の
合
格
で
あ
る
場
合
に
は
技
術
検
定
合
格
証
明
書
の
番
号
を
、
建
築
士
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

20
2

号
）
に
基
づ
く
一
級
の
建
築
士
で
あ
る
場
合
に
は
建
築
士
登
録
番
号
を
、
技
術
士
法
（
昭
和

58
年
法
律
第

25
号
）
に
基
づ

く
第
二
次
試
験
の
合
格
で
あ
る
場
合
に
は
第
二
次
試
験
合
格
証
番
号
を
、
法
第

15
条
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る

場
合
に
は
同
号
ロ
の
指
導
監
督
的
な
実
務
の
経
験
の
基
礎
と
な
る
建
設
工
事
の
種
類
に
応
じ
下
表
の
番
号
を
、
法
第

15
条

第
２
号
ハ
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
で
あ
る
場
合
に
は
認
定
番
号
を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
カ
ラ
ム
に
例
え
ば
□
□

□
□
□
□
□
□
１
２
の
よ
う
に
右
詰
め
で
記
入
す
る
こ
と
。

番
号

建
設
工
事
の
種
類

番
号

建
設
工
事
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

03
大

工
工

事
15

板
金

工
事

24
さ

く
井

工
事

04
左

官
工

事
16

ガ
ラ

ス
工

事
25

建
具

工
事

05
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

17
塗

装
工

事
26

水
道

施
設

工
事

06
石

工
事

18
防

水
工

事
27

消
防

施
設

工
事

07
屋

根
工

事
19

内
装

仕
上

工
事

28
清

掃
施

設
工

事
10

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
機
械
器
具
設
置
工
事
（
新
設
）

（
新
設
）

12
鉄

筋
工

事
21

熱
絶

縁
工

事
14

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事

22
電

気
通

信
工

事
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-
29

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
七
（
第
十
七
条
の
三
十
二
関
係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
七
（
第
十
七
条
の
三
十
二
関
係
）
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-
30

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～
７

（
略
）

８
「
監
理
技
術
者
講
習
修
了
履
歴
」
の
欄
に
お
け
る
「
修
了
番
号
」
の
カ
ラ
ム
に
は
、
過
去
５
年
以
内
に
修
了
し
た
監
理
技

術
者
講
習
が
あ
る
場
合
に
限
り
記
入
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
過
去
５
年
以
内
に
講
習
を
複
数
回
修
了
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
最
新
の
も
の
の
修
了
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

記
載
要
領

１
～
７

（
略
）

（
新
設
）
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-
37

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

（
別
表
）
（
二
）
（
抄
）

（
略
）

（
別
表
）
（
二
）
（
抄
）

（
略
）
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「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました

平成２８年４月１日

国 土 交 通 省

土地・建設産業局

社会経済情勢の変化を踏まえ、建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令

の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

１．背景

将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に

応じた規制の合理化により、技術者の効率的な配置を図るため、建設業法施行令を

改正する必要があります。

２．政令改正の概要

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の

下限について、建築一式工事にあっては４，５００万円から６，０００万円に、建

築一式工事以外の建設工事にあっては３，０００万円から４，０００万円に、それ

ぞれ引き上げます。併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下

請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。

また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置

することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあ

っては５，０００万円から７，０００万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっ

ては２，５００万円から３，５００万円に、それぞれ引き上げます。

３．スケジュール

・閣 議 日：平成２８年４月１日（金）

・公 布 日：平成２８年４月６日（水）

・施 行 日：平成２８年６月１日（水）

【問い合わせ先】

国土交通省土地・建設産業局建設業課

課長補佐 田村（内線２４７１０） 法規係長 鈴木（内線２４７５４）

代表電話：０３－５２５３－８１１１ 夜間直通：０３－５２５３－８２７７
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

解体工事を施行する場合は、解体工事業の許可が必要となります 
施行日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体
工事業の許可が必要となります。 
解体工事業の技術者要件は以下のとおりです。 

 ●特定建設業の営業所専任技術者（監理技術者）要件 
 ・１級土木施工管理技士※１ 

 ・１級建築施工管理技士※１ 
 ・技術士（建設部門又は総合技術監理部門（建設）） ※２ 
 ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として４，５００万円以上の解体工事に関し

２年以上の指導監督的な実務経験を有する者  

●一般建設業の営業所専任技術者（主任技術者）要件 
 ・監理技術者の資格のいずれか 
 ・２級土木施工管理技士（土木） ※１ 
 ・２級建築施工管理技士（建築又は躯体） ※１ 
 ・とび技能士（１級） 
 ・とび技能士（２級）合格後、解体工事に関し３年以上の実務経験を有する者 
 ・登録技術試験（種目：解体工事） ※３ 
 ・大卒（指定学科※４）３年以上、高卒（指定学科※４）５年以上、その他１０年以上の実務経験 
 ・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務の経験を有する者のうち、

解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者 
 ・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務の経験を有する者のうち、

解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者  
 ・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務の経験を有する者の

うち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者 

※１ 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 

※２ 当面の間、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 

※３ 平成28年6月1日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告。 

※４ 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科 

※５ ※１及び※２に記載の登録解体工事講習は、平成28年6月1日より登録講習の申請を開始し、登録後順次、官報公告。 

 

建設業者の皆様へ 

 解体工事業の新設に伴う経過措置について 
① 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平

成３１年５月３１日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工すること
が可能です。 

② 施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に
係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。また、経管者に準ずる地位における経
験も同様です。 

③ 施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成３３年３月３１日までの
間は、解体工事業の技術者とみなされます。 

④ 経営事項審査においても、平成３１年５月３１日までの間は、従来のとび・土工工事業
と変わらない評価による点数も算出します（完成工事高・技術職員数）。また、平成３
３年３月３１日までの間は、上記③に該当する者も解体工事業の技術職員として評価さ
れます。 

解体工事業の新設に伴い、解体工事業に係る経営事項審査が新設されます 
施行日以降に経営事項審査を受審する場合は、新たな業種区分に基づき評価されます。 
（経過措置あり） 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

お問い合せ先 

国土交通省土地・建設産業局建設業課 ０３－５２５３－８１１１（内線２４７５６ 、 ２４７１８） 

特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成
を要する下請契約の金額が引き上げられます 
これまで建築一式工事以外の場合は３，０００万円だった要件が４，０００万円に、建築一
式工事の場合は４，５００万円だった要件が６，０００万円に引き上げられます。 
 

専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額が引き上げられます 
これまで建築一式工事以外の場合は２，５００万円だった要件が３，５００万円に、建築一
式工事の場合は５，０００万円だった要件が７，０００万円に引き上げられます。 

実務経験者の対象範囲に、高度専門士が大学卒業相当、専門士が短期大学卒業
相当、それ以外の専門学校修了者が高校卒業相当として位置づけられます 

 ※高度専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関す 
  る規定（平成6年文部省告示第84号）第三条、専門士は同告示第二条に規定のものを指します。 

建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号（※）記載欄
が追加されます 
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 （平成２５年法律第２７
号）同法第３９条第１項又は第２項に基づき、平成２８年１月１日より国税庁長官から指定・通知さ
れる番号をいいます。 

役員の範囲が拡大されます 
役員の範囲に、業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、
許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は
代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も追加されます。  

確認書類が簡素化されます 
職務経験を確認するための書類を、請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等に代えて、
取締役会の議事録や人事発令書等とします。 

これまで別々に発行されていた資格者証と講習修了証が統合され、資格者証の
裏面に講習修了履歴が掲載されることとなります 

「登録基礎ぐい工事試験」がとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任
技術者（主任技術者）の資格に追加されます  

 ※平成２８年６月１日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告。 
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解体工事業追加等に係る建設業法等の改正に伴い、平成 28年６月１日より経営事項審査（以下「経

審」という。）の審査基準が改正されます。その概要は以下のとおりです。 

 

１ 経審改正の概要 

 （１） 経審の経過措置について 

     法施行後の許可業者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H31.5.31の３年間）に限り、「と

び・土工工事業」及び「解体工事業」の経審結果に加え、「とび・土工・コンクリート・解

体（経過措置）」を使用し、これまでの「とび・土工・コンクリート」と変わらない経審結

果を算出し、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）経審申請書への記載方法について  

    ① 工事種類別完成工事高・元請完成工事高について【経審申請書様式：別紙一】 

      法施行後の許可業者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H31.5.31の３年間）は、「と

び・土工工事業」又は「解体工事業」の経審を受審される方は、経審申請書の別紙一（工

事種類別完成工事高・元請完成工事高）において、必ず業種コード 300「とび・土工・コ

ンクリート工事・解体工事（経過措置）」も記載します。 

 

 

 

 

 

※ 「300とび・土工・解体（経過措置）」の金額を、合計に加えないよう注意してください。 

 

   ② 技術職員について【経審申請書様式：別紙二】 

      法施行後の技術者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H33.3.31）は、経審申請書の別

紙二（技術職員名簿）において、１人の技術者について２業種までという制約が一部変

経審の完成工事高【申請書：別紙一】  ＜単位：千円＞ 

経審申請時の許可保有状況 

（経過措置期間中） 

050とび・

土工 
290解体 

300 とび・土

工・解体（経

過措置） 

その他 合計 

ⅰ「とび・土工」の許可のみ 

  を有する場合 
100 - 

150 
(とび 100 
＋解体 50) 

70 
(解体 50＋ 
その他 20) 

170 

ⅱ「解体」の許可のみを有す 

  る場合 
- 50 

150 
(とび 100 
＋解体 50) 

120 
(とび 100＋ 
その他 20) 

170 

ⅲ「とび・土工」と「解体」 

  両方の許可を有する場合 
100 50 

150 
(とび 100 
＋解体 50) 

20 
(その他 20) 170 

建設業法等改正に伴う経営事項審査の改正点について（H28.6.1施行） 

※経過措置の背景 

法施行後（H28.6.1 以降）の経審において、これまでの「とび・土工工事業」の完成

工事高は、解体工事を除くとび・土工工事業と解体工事業に切り分けて計上する必要が

あり、事業者によっては、これまでのとび・土工工事業の経審結果と比べ大きな変動が

生じる可能性があるため。 

＜例＞ 【経審申請書：別紙一】において、とび・土工（解体を除く）を１００千円、解

体を５０千円、その他工事（許可業種以外の工事）を２０千円施工している場合に

おける、経審申請時の許可保有状況別（３パターン）完成工事高の記載金額 
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更になります。 

  ◆ 「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の業種を選択した場合は、必ず「とび・

土工・コンクリート・解体（経過措置）」にも加点されます。（下記例１、例２参照） 

  ◆ 「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請し

ても１つの業種とみなします。 

※この場合、業種コードは 99を使用します。（下記例３参照） 

 

 

 

 

 

 業種コード１ 業種コード２  加点業種１ 加点業種２ 加点業種３ 加点業種４ 

例１ 01土木 05とび･土工 
→ 

土木 とび･土工 とび･土工･解

体(経過措置) 

 

例２ 01土木 29解体 
→ 

土木 解体 とび･土工･解

体(経過措置) 

 

例３ 01土木 99 とび･土工･解

体(経過措置) 
→ 

土木 とび･土工 解体 とび･土工･解

体(経過措置) 

※ 例１ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員は「とび・土

工工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

例２ 「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は「解体工事業」及

び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

例３ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」が記入さ

れた技術職員は「とび・土工工事業」、「解体工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過

措置）」の技術職員として、 

それぞれ審査されます。 

 

 

    ③ 解体工事業の経審を申請する場合の技術職員コードについて【経審申請書：別紙二】 

      法施行後の技術者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H33.3.31）に、解体工事業の経

審を申請する場合、技術職員コードは別添（P62～P64）の「別表（四）業種別技術職員

コード表（経審）」により、アルファベットのついた附則第４条（＝平成 33年 3月 31日

までの間は、旧とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなす）該当の資格

か、附則第４条該当ではないアルファベットのついていない資格か記載してください。 

      ※ 解体工事業の経審を申請しない場合は、これまで通り、アルファベットのない資

格コードで記載するようにしてください。 
 

      ＜例＞１級土木施工管理技士 

       ⅰ 平成 28 年 3 月 31 日以前の合格者で、登録解体工事講習を受講しておらず１年

以上の実務経験もない場合 

           → １１Ｃ 
 

       ⅱ ・平成 28年 3月 31日以前の合格者で登録解体工事講習を受講若しくは１年以

上の実務経験ある場合 

又は 

・平成 28年 4月 1日以降の合格者の場合 

           → １１３ 

＜例＞ 【経審申請書：別紙二】において、業種コード「05：とび・土工」、「29：解体」

及び「99：とび・土工・解体（経過措置）」を選択した場合における、それぞれの

加点業種について 
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（３） 法施行後（H28.6.1以降）における経審申請時の「確認資料」 
 

審査項目 確認資料 

【別紙一】 

 工事種類別完成工事高、

工事種類別元請完成工事高 

≪提出書類≫ 

・ 直前２年または３年分のとび･土工･コンクリート工事

と解体工事の工事経歴書（切り分けを行ったもの） 
 

   ○ 解体工事業追加に伴う完成工事高の切り分けについて 

➣ 法施行後（H28.6.1以降）に「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経審を申請

する場合 

→ 経審の申請時に、直前２年又は３年分の「とび・土工工事」と「解体工事」に

切り分けた工事経歴書を提出してください。 

（経審申請書の別紙一において、２年平均を選択した場合は２年分、３年平均

を選択した場合は３年分提出。） 

➣ 直前２年または３年分の「とび・土工工事業」又は「その他の工事」に計上した工

事に「解体工事」が含まれていない場合（解体工事がゼロの場合） 

→ 改めて経審時に工事経歴書を切り分けて提出する必要はありません。 

➣ 「とび・土工・コンクリート工事」と「解体工事」に工事経歴書を切り分けて提出

する場合の記載件数について 

→ それぞれの工事ごとに、合計金額及び元請合計金額の７割に達するまでの件数

又は 10件のいずれか少ないほうの件数まで記載してください。 

     ➣ 工事経歴書を「とび・土工工事」と「解体工事」に切り分けて記載した事により、

前期及び前々期分の工事経歴書に、新たに税込 500 万円以上の工事が記載されること

になった場合 

→ 経審の際に、改めて当該契約書を持参する必要はありません。 

※ 当期分（今回、経審を受ける審査基準日決算の分）につきましては、通

常と同様に「とび・土工工事」と「解体工事」の税込 500 万円以上の契約

書をご持参ください。 

 

＜備考＞ 

 「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経営事項審査を受審される予定の方で、平成

28年 6月 1日をまたぐ決算期の「決算終了後の変更届出書」に添付する工事経歴書の記載方

法について（おすすめの記載方法） 

→ 許可の説明会資料「建設業法等改正に伴う許可の改正点について（H28.6.1 施行）」の

Ｐ２に記載のとおり、施行日前（H28.5.31以前）に「旧とび・土工工事業」で契約した

解体工事については、完成工事高を「その他の工事」に分けて記載することまで求めて

はおりません。 

しかしながら、「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経営事項審査を受審される

予定の方は、平成 28 年 6 月 1 日をまたぐ決算期の工事経歴書について、施行日前

（H28.5.31以前）に「旧とび・土工工事業」で契約した解体工事についても、全て「そ

の他の工事」に分けて記載しておくことをおすすめします。 

  上記の方法によれば、当決算期分の「とび・土工工事」の完成工事高は、「解体工事を

含まないとび・土工工事」の金額になるため、経審申請書の別紙一に記載する「050 と

び・土工工事」の金額と一致し、分かり易いためです。 
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２ 改正の施行日 

   平成 28年６月１日 

   ・ 平成 28年６月１日以降に申請される方は、審査基準日（決算日）にかかわらず、すべて

新基準が適用されます。 

 

３ 平成 29年度の県の入札参加資格審査について 

  県では平成29年度の入札参加資格から、解体工事業の入札参加資格者名簿を作成する予定です。 

なお、建設業法の経過措置に基づき、法施行日（H28.6.1）時点で「とび・土工工事業」の許可

を有している事業者が、「とび・土工工事業」の経審を受審している場合、解体工事業の入札参加

資格を申請することが可能として取扱います。 

※「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の入札参加資格の格付けに用いる経審点 

・H28.6.1より前に経審を受審された事業者 

→「とび・土工工事業」の経審点を使用します。 

・H28.6.1以降に経審を受審された事業者 

→「とび・土工・解体（経過措置）」の経審点（＝旧とび・土工と変わらない経審結果）

を使用します。 

 

４ 解体工事業許可取得後の解体工事業に係る経審の再審査について 

  既に経審を受審済みの事業者が、解体工事業の許可を追加取得した後、改めて既に受審済みで

ある審査基準日の解体工事業に係る経営事項審査の再審査を申請される場合の手数料 

→ 追加となる解体工事業１業種の 2,500円。 

    ※ 再審査の際に、経審申請書の別紙一（工事種類別完成工事高・元請完成工事高）には、

追加で受審する解体工事業の完成工事高だけを記載するのではなく、既に受審済みの業

種も含めた全ての業種の完工高を記載してください。 
  

 なお、平成 29 年度の県の入札参加資格審査に際しては、上記３に記載のとおり、法施行日

（H28.6.1）時点で「とび・土工工事業」の許可を有している事業者が、「とび・土工工事業」の

経審を受審している場合、解体工事業の入札参加資格を申請することが可能であり、また、格付

けにも「とび・土工・解体（経過措置）」（＝旧とび・土工と変わらない経審結果）の経審点を使

用しますので、県の平成 29年度入札参加資格審査用に、改めて解体工事業の許可取得後に解体工

事業の経審を受け直す必要はありません。 
 

  ○解体工事業の経審の再審査を希望される場合 

    → 建設管理課 建設業振興担当（TEL:088-823-9815）に再審査希望の旨ご連絡ください。 

       

 

 

 

 

 

 

 

○改正に関する詳細、様式等は下記ホームページでご確認ください。 
 
◆国土交通省土地・建設産業局建設業課ホームページ： 

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html 

「建設業法施行令の一部改正する政令」の閣議決定について 

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html 
 
◆高知県土木部建設管理課ホームページ：

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171301/keieijikousinnsakannkei-index.html 
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様式第二十五号の十一（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者 代表取締役　県庁　一郎

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定
）

解

（

25

（用紙Ａ４）

20

総 合 評 定 値 請 求 書
経営規模等評価再審査申立書

15 20

高知市丸ノ内１－２－２０
（株）　県庁設備

㊞

０２ ０ ０

）

10

（

タ 鋼 筋 ほ 板

30

3 5

2 1

99
経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６ 9

3 5 10 15

具塗 防 内 機管 水 消 清絶 通 園 井ガしゆと 石 屋 電土 大建 左
3 5 10 15 25 3020

1 12 212

8 18 8 2 3 5

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2 2

7 8 － 98 5 電 話 番 号7 0 0郵 便 番 号 １ ４ － 80 －

23 25 30 35 40

2 02 －

10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３ 丸 ノ 内 1 －

1

5

3 5

9

3

2 0１ ２ 3

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

3

ケ

申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

一 郎

5 10

１ １ 県 庁

ロ ウウ イ チン チ ョ１ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35

庁 備株 ） 県

40

3 5 10

０ ９ （

15

設

20

23 25 30 35 40

ン

3 5 10 15 20

ケ チ０ ８
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

資 本 金 額
又 は 出 資 総 額

０ ６

０

処 理 の 区 分

７

0

3

０ ５

,

０ ４ 2 7 年平成

申 請 等 の 区 分

0 日

3 5

1 1 月 3

号 平成 日年 月
特

) 第

10

9
国土交通大臣

高知県知事
許可

国土交通大臣
許可（

般
知事

) 第

5

－

11

平成 20 5 6

5 10 11 15

月 13 号0

月 日 －

9

15

10 20

年

2 日4 年 1 2

15

（
般
特

9

高知県　　知事

地方整備局長
北海道開発局長

殿

請求年月日

年 月 日申 請 年 月 日 平成

項 番

０ １

3 5

１

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

平成　２８年　６月　１０日

大臣
3

平成

３

知事

大臣

コード 3

3

コード

0

5 10

,

０ ２

０
知事

1

3

3

5
,
0 0

0

5

13

ビ

法人又は個人の別 1（千円）

ウ セ ツ

2 4

－

ョ

 解体工事業の追加に伴い、項番15と16に「解体」が追加されました。 
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審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号 ０８８－８２３－９２６３

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

8

第　　　　　　　　号

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項

総務課 総務　太郎

平成　　　年　　　月　　　日

,
5
,

8
,

営 業 利 益

（千円）

’

1 0

3 5 10

,
5

,
利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１

3

2
,

5

技 術 職 員 数 ９

5

02
’

4

’

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

(千円)

’

’’

5

審 査 対 象 事 業 年 度

)（千円）

(千円)0

’

(千円)
減 価 償 却
実 施 額

’

－ 1

10

70

0 3

利益額（利払前税引前償却前利益）

2 (

減 価 償 却
実 施 額

’

5
= 営業利益+減価償却実施額

8 (千円)(千円) 営 業 利 益 2

’’ ’ ’

項 番

’ ’

’ ’

3

,
4

81 6
直 前 の

審査基準日

5

１ ８

9

3

00 0

5

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

9 9
登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０ ○△◇サービス会社（株）

9 (千円)－

13

基 準 決 算 8自 己 資 本 額 １ ７

０８８－８２３－９８１３
氏名 電話番号

（人）

 申請書２枚目に様式変更はありません。 
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

6

,

,

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

とび・土工・

36

35

0 0３

30

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

3 105

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

2２

3 5 7 9 13 1510 11

,

,
0

5 8

35

20

5

35

2

36

0

6,610
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

16

25

,

（千円）

0

,

,

4030 35 453625 26

0 5 1

156

7

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

4,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

0
, , ,

8 0 0
,,

0 0
,, ,

1 0 03 0 55
,

0３ ２ 0 5

40 45

40 45

,

構造物工事

0

6 10 40 45

6 10 15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

24年12月～25年 11月

16

4

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

51,174

6

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

5 2
,

9
,

3 5 20

15 163

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

5 26 3020 25

6年 1 2 月 2

（用紙Ａ４）

至 2 自 至1 2 月月

17

年

２０２ ０ ０

（ ）月

19

7 2年

, ,

36

,

11

0

,

完 成 工 事 高

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

26

0

36,000

27,579

8 9
,

, , , ,
0

,,
２ 0 1 1

（千円）

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

工事の種類

土木一式 工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

54,809

３

元請完成工事高

7 0 1 31 7

（千円）（千円）
業 種
コード

9 1

25年12月～26年11月

元請完成工事高

３ ２
,

31

項 番

３ １ 2自

,

1年 1

0 4
, , ,

005
,

3 5 6 10 15 16 20

,

,

, ,
0

, , , , , , , ,
5 0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

3,500

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

2,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
法面処理工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

5

その他

33

３ ３

231310 15

, , ,, ,, , ,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

その他   工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

13

３ ４ 合　計
,, , , , , , , ,

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

, ,

計算基準の区分審査対象事業年度

,

,

40

20 25 30 35

3323

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

40

5 10 15 20 25 30 35

この記入例は３年平均を選択した記入例です。 

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類
010 土木一式工事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機械器具設置工事
011 プレストレストコンクリート構造物工事 110 鋼構造物工事 210 熱絶縁工事
020 建築一式工事 111 鋼橋上部工事 220 電気通信工事
030 大工工事 120 鉄筋工事 230 造園工事
040 左官工事 130 ほ装工事 240 さく井工事
050 とび・土工・コンクリート工事 140 しゅんせつ工事 250 建具工事
051 法面処理工事 150 板金工事 260 水道施設工事
060 石工事 160 ガラス工事 270 消防施設工事
070 屋根工事 170 塗装工事 280 清掃施設工事
080 電気工事 180 防水工事 290 解体工事
090 管工事 190 内装仕上工事 300 とび・土工・コンクリート工事

・解体工事（ 経過措置）

 様式に変更はありませんが、記載要領が変更となっています。 

 平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間に、「とび・土工工事業」を申請する場合、その完成工
事高に解体工事が含まれる場合は、必ず解体工事の完成工事高を抜き出してください。 
 抜き出した解体工事の完成工事高は、解体工事業を申請されない場合は項番33「その他工事」欄に記
載されることになります。 
 
 この場合、経審の申請時に、直前２年又は３年分の「とび・土工工事」と「解体工事」に切り分けた工事経
歴書を提出してください。（経審申請書の別紙一において、２年平均を選択した場合は２年分、３年平均を
選択した場合は３年分提出してください。） 
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

とび・土工・ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ工事・解
体工事

, , ,
5 3 5

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

0 4
, , ,

9 7 7
,

4 3
, , , ,,

8 9

40

３ ４ 合　計 3 1 77

25 30

8 2 3 5

33 3513 15 20 23

0

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

7,689
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

6,346
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

その他   工事

8 3 4 5
,

0
, , , , , , , , ,,

00
,

5

40

３ ３ その他

25 30

7 0 1 7

33 3513 15 20 23

工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, , , , , , , , ,

40 45

３ ２

26 30 35 36

工事

3 5 6 10 15 16 20 25

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, , , , , , , , ,

45

３ ２

　(経過措置)工事

3 5 6 10 40

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

26 30 35 36

0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

15 16 20 25

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

8,610

2 5 0 0
,

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

5,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

0 0
, , , , , , ,

5
, , ,

810
,

6 8 0 5

36 40 45

３ ２ 3 0 0

26 30 3510 15 16 203 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

25

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
管　工事

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25,844
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

,
1 8 3 3 1

, , , ,
2 2 0

,, , , ,
0

,,
1 2 9

4530 35 36 40

３ ２ 0 9 0

（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高

）

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

 　　年   月～　　年　 月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

 　　年   月～　　年　 月

月 （年 年月 至

15 1711 13

月 自

9 10

月 至 年３ １ 自 年

２

項 番 3 5 7

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度

19

計算基準の区分

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

 平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間に「050

とび・土工工事業」又は「290解体工事業」の経営事項審査

を受けようとするときは、必ず「300とび・土工・コンクリート

工事・解体工事（経過措置）」についても記載し、とび・土工

工事と解体工事の完成工事高を合計した金額を記載してく

ださい。 

 なお、この「300とび・土工・コンクリート工事・解体工事（経

過措置）」の金額は、項番34の合計の金額には加えないで

ください。 

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類
010 土木一式工事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機械器具設置工事
011 プレストレストコンクリート構造物工事 110 鋼構造物工事 210 熱絶縁工事
020 建築一式工事 111 鋼橋上部工事 220 電気通信工事
030 大工工事 120 鉄筋工事 230 造園工事
040 左官工事 130 ほ装工事 240 さく井工事
050 とび・土工・コンクリート工事 140 しゅんせつ工事 250 建具工事
051 法面処理工事 150 板金工事 260 水道施設工事
060 石工事 160 ガラス工事 270 消防施設工事
070 屋根工事 170 塗装工事 280 清掃施設工事
080 電気工事 180 防水工事 290 解体工事
090 管工事 190 内装仕上工事 300 とび・土工・コンクリート工事

・解体工事（ 経過措置）
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記載要領 

１～３ （略） 

４ ３ ２ 「業種コード」の欄は、次のコード表により該当する工事の種類に応じ、該当するコードをカラムに記入す

ること。 

  なお、「土木一式工事」について記入した場合においてはその次の「業種コード」の欄は「プレストレストコンク 

リート構造物工事」のコード「011」を記入し、「完成工事高」の欄には「土木一式工事」の完成工事高のうち「プレ

ストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績がない場合においてはカ

ラムに「０」を記入すること。また、「元請完成工事高」の欄には「土木一式工事」の元請完成工事高のうち「プレ

ストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績がない場合においてはカ

ラムに「０」を記入すること。同様に、「とび・土工・コンクリート工事」に記入した場合においては「業種コード」

の欄に「法面処理工事」のコード「051」を記入し、「鋼構造物工事」に記入した場合においては「業種コード」の欄

に「鋼橋上部工事」のコード「111」を記入し、それぞれの工事に係る完成工事高及び元請完成工事高を記入すること。  

  「完成工事高」の欄は、３ １で記入した各審査対象事業年度ごとに完成工事高を記入すること。また、「元請完  

成工事高」の欄においても同様に、各審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記入すること。  

  ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度について申請する場合にあつて  

は、完成工事高においては審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の完成工事高の合計を２で除した数値

を記入し、「完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業年度ごとに完成工事高を記入すること。同様に、元請完

成工事高においても審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の元請完成工事高の合計を２で除した数値を

記入し、「元請完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記入すること。  

   また、平成28 年６月１日から平成31 年５月31 日までの間にとび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受

けようとするときは、必ず「とび・土工・コンクリート工事・解体工事（経過措置）」についても記載すること。そ

の際、「完成工事高」の欄にはとび・土工・コンクリート工事及び解体工事の完成工事に係る請負代金の額の合計を

記載すること。元請完成工事高の欄についても同様とする。 

 

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類  

 010 

 011 

 020 

 030 

 040 

 050 

 051 

 060 

 070 

 080 

 090 

土 木 一 式 工 事 

プレストレストコンクリート構造物工事 

建 築 一 式 工 事 事 

大 工 工 事 

左 官 工 事 

とび・土工・コンクリート工事 

法 面 処 理 工 事 

石 工 事 

屋 根 工 事 

電 気 工 事 

管 工 事 

 100 

 110 

 111 

 120 

 130 

 140 

 150 

 160 

 170 

 180 

 190 

タイル・れんが・ブロック工事 

鋼 構 造 物 工 事 

鋼 橋 上 部 工 事 

鉄 筋 工 事 

ほ 装 工 事 

し ゆ ん せ つ 工 事 

板 金 工 事 

ガ ラ ス 工 事 

塗 装 工 事 

防 水 工 事 

内 装 仕 上 工 事 

 200 

 210 

 220 

 230 

 240 

 250 

 260 

 270 

 280 

290 

300 

機 械 器 具 設 置 工 事 

熱 絶 縁 工 事 

電 気 通 信 工 事 

造 園 工 事 

さ く 井 工 事 

建 具 工 事 

水 道 施 設 工 事 

消 防 施 設 工 事 

清 掃 施 設 工 事 

解 体 工 事 

とび・土工・コンクリート工事 

・解体工事（経過措置） 

 

５～８ （略） 
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別紙二

２

２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

9 2 1 D 21 2 1 D 2 9○ 土佐　五郎 29 ６ ２ 0

5 2 1 2 2２ 0 1 2 2 0

9 2 3 0 21 2 1 D 2 0高知　三郎 35 ６ ２ 0

0 2 2

2
第00020194051号

（0203-4101040010）

○ 高知　次郎 48 ６ ２ 0 1 0

1 0 9 2 3 0高知　太郎 59 ６ ２ 0S　31年　4月　2日

講
習
受
講

業種
コード

有資格
区分

コード

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分

コード

3 5

１ 0 0 1

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

６

６

６ ２

６ ２

６ ２

土佐　四郎

２６

34 ６

1 1 C

頁 数 ６

６ ２

頁

技　術　職　員　名　簿

項 番

1 2

８

７

１

２

通番

1

15

16

９

10

11

12

13

14

３

４

５

６

25

17

18

19

20

21

29

30

26

27

28

22

23

24

S　42年　5月　2日

S　55年　12月　1日

S　55年　12月　2日

S　61年　6月　2日

  平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間は、「とび・土工工事業」

及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても１の業種とみ

なすことができます。 

※この場合、業種コードは99を使用してください。 

業種コード 

 様式に変更はありませんが、記載要領が変更となっています。 

  平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間に、とび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、 

・ とび・土工工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」を、 

・ 解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」を、 

・ とび・土工工事業及び解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」を、 

それぞれ記入してください。 

  この場合、 

・ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員は「とび・土工工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

・ 「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は「解体工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

・ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」が記入された技術職員は「とび・土工工事業」、「解体工事業」及び「とび・土工工事業・解体工

事業（経過措置）」の技術職員として、 

それぞれ審査されます。 

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類
01 土木工事業 11 鋼構造物工事業 21 熱絶縁工事業
02 建築工事業 12 鉄筋工事業 22 電気通信工事業
03 大工工事業 13 ほ装工事業 23 造園工事業
04 左官工事業 14 しゆんせつ工事業 24 さく井工事業
05 とび・土工工事業 15 板金工事業 25 建具工事業
06 石工事業 16 ガラス工事業 26 水道施設工事業
07 屋根工事業 17 塗装工事業 27 消防施設工事業
08 電気工事業 18 防水工事業 28 清掃施設工事業
09 管工事業 19 内装仕上工事業 29 解体工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業 20 機械器具設置工事業 99 とび・土工工事業

・解体工事業（ 経過措置）

  平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間に、解体工事業を申請す

る場合、解体工事業の技術職員で、経過措置として法施行前にとび・土工工

事業の資格を有し解体工事業の資格とみなされた方は、アルファベットが含

まれた附則第４条該当の資格コードを記載してください。（「別表（四）業種別

技術職員コード表 （経審）」参照） 

 ※ 以下の記載例は「解体工事業」の経審を申請している場合を例と

して記載しています。 

 「解体工事業」の経審を申請しない場合は、これまで通り、アルファベッ

トのない資格コードで記載するようにしてください。 
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記載要領 

１～５ （略）  

６ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種類

を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。なお、平成28年６月１日から平成31年５月31 日までの間に、

とび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、必ず、とび・土工工事業の技術職員について

は「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」を、解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄

に「解体工事業」のコード「29」を、とび・土工工事業及び解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「と

び・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」を、それぞれ記入すること。この場合、「業種コード」の欄

に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員はとび・土工工事業及びとび・土工工事業・解体工事業（経

過措置）の技術職員として、「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は解体工事業及

びとび・土工工事業・解体工事業（経過措置）の技術職員として、「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事

業（経過措置）」のコード「99」が記入された技術職員はとび・土工工事業、解体工事業及びとび・土工工事業・解体工

事業（経過措置）の技術職員として、それぞれ審査される。 

 

 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

土 木 工 事 業 

建 築 工 事 業 

大 工 工 事 業 

左 官 工 事 業 

と び ・ 土 工 工 事 業 

石 工 事 業 

屋 根 工 事 業 

電 気 工 事 業 

管 工 事 業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

鋼 構 造 物 工 事 業 

鉄 筋 工 事 業 

ほ 装 工 事 業 

し ゆ ん せ つ 工 事 業 

板 金 工 事 業 

ガ ラ ス 工 事 業 

塗 装 工 事 業 

防 水 工 事 業 

内 装 仕 上 工 事 業 

機 械 器 具 設 置 工 事 業 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

99 

熱 絶 縁 工 事 業 

電 気 通 信 工 事 業 

造 園 工 事 業 

さ く 井 工 事 業 

建 具 工 事 業 

水 道 施 設 工 事 業 

消 防 施 設 工 事 業 

清 掃 施 設 工 事 業 

解 体 工 事 業 

と び ・ 土 工 工 事 業 

・解体工事業（経過措置） 

７～９ （略） 
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土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

111 5 5 5 5 5

1１A 5 5 5 5 5 5

21２ 2 2 2 2 2

21B 2 2 2 2 2 2

１1３ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21４ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21５ 2

21６ 2 2

21E 2 2 2

1２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

２2１ 2 2

２２2 2 2 2 2 2 2 2 2

22B 2 2 2 2 2 2 2 2

２2３ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1２７ 5

２2８ 2

1２９ 5

2３０ 2

1３３ 5

2３４ 2

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

1３７ 5 5 5 5 5 5 5

2３８ 2 2 2 2 2

2３９ 2

1４１ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14A 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1４２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1４３ 5 5 5 5

14C 5 5 5 5 5

1４４ 5 5

1４５ 5

1４６ 5 5

1４７ 5 5

1４８ 5 5 5

1４９ 5 5 5 5 5

14D 5 5 5 5 5 5

1５０ 5

1５１ 5 5 5 5 5

15A 5 5 5 5 5 5

1５２ 5

1５３ 5 5

1５４ 5 5 5

1５５ 2

2５６ 1

電気事業法 2５８ 1

電気通信事業法 2５９ 1

水　道　法 2６５ 1

1６８ 2

1６９ 2

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

法第15条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

法第15条第２号　ハ　該当（同号ロと同等以上）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）（附則第４条該当）

１級建築施工管理技士（附則第４条該当）

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

建設 ・ 総合技術監理（建設）（附則第４条該当）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（附則第４条該当）

１級電気工事施工管理技士

電気通信主任技術者 【５年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

【５年】電気主任技術者　（第１種～第３種）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）（附則第４条該当）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）（附則第４条該当）

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

種
別

建 築

躯体（附則第４条
該 当 ）

２級建築施工管理技士
躯 体

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

仕 上 げ

１級土木施工管理技士（附則第４条該当）

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

別表（四）業種別技術職員コード表　１／３ （経審）

法第７条第2号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

コード
建設業の種類

土木（附則第４条
該 当 ）

１級建設機械施工技士（附則第４条該当）

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）（附則第４条該当）

２級土木施工管理技士
種
別

薬液注入（附則第
４ 条 該 当 ）

土 木

１級建設機械施工技士

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）

注：アルファベットが含まれるコード（１１Ａ、２１B等）は解体工事新設に伴

う経過措置用です。解体工事の経審を申請する方のみ使用してください。 

 ※ 附則第４条により、「旧とび・土工工事業」の要件に該当する技術者は、

平成３３年３月３１日までは、解体工事業の技術者とみなします。 

アルファ

ベットが含

まれるコー

ドは解体工

事の経審を

申請する方

のみ使用し

てください。 
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土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

1７１ 2

２７１ 1

1６４ 2 2 2

２６４ 1 1 1

1６Ｂ 2 2 2 2

２６Ｂ 1 1 1 1

１７２ 2

２７２ 1

１57 2 2 2

２57 1 1 1

１5B 2 2 2

25B 1 1 1

1７３ 2 2

２７３ 1 1

１7A 2 2 2

２7A 1 1 1

１６６ 2 2

２６６ 1 1

１6C 2 2 2

２6C 1 1 1

１７４ 2

２７４ 1

１７５ 2

２７５ 1

１７６ 2

２７６ 1

１７０ 2 2 2

２７０ 1 1 1

１７７ 2

２７７ 1

１７８ 2

２７８ 1

１７９ 2 2

２７９ 1 1

１８０ 2

２８０ 1

１８１ 2 2

２８１ 1 1

１８２ 2

２８２ 1

１８３ 2

２８３ 1

１８４ 2 2

２８４ 1 1

１８５ 2

２８５ 1

１８６ 2

２８６ 1

１８７ 2

２８７ 1

１８８ 2

２８８ 1

１８９ 2

２８９ 1

土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

板金・建築板金・板金工（１級）（注４）

別表（四）業種別技術職員コード表　２／３（経審）

コード

建築大工（１級）

左官（１級）

職
業
能
力
開
発
促
進
法

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（１級）

配管・配管工（１級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

配管・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

石工・石材施工・石積み（１級）

鉄工・製罐
せいかん

（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工・ れんが積み（２級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）

石工・石材施工・石積み（２級）

建設業の種類

とび・とび工（１級）

とび・とび工（１級）（附則第４条該当）

型枠施工（１級）（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（１級）（附則第４条該当）

型枠施工（１級）

建築大工（２級）

コンクリート圧送施工（１級）

ガラス施工（１級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

型枠施工（２級）

型枠施工（２級）（附則第４条該当）

左官（２級）

とび・とび工（２級）

とび・とび工（２級）（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（２級）

コンクリート圧送施工（２級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（２級）

ウェルポイント施工（２級）（附則第４条該当）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（２級）

ウェルポイント施工（１級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（１級）

鉄工・製罐
せいかん

（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）（注３）

工場板金（２級）

板金・建築板金・板金工（２級）（注４）

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）（注３）

工場板金（１級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。 

注：アルファベットが含まれるコード（１１Ａ、２１B等）は解体工事新設に伴

う経過措置用です。解体工事の経審を申請する方のみ使用してください。 

 ※ 附則第４条により、「旧とび・土工工事業」の要件に該当する技術者は、

平成３３年３月３１日までは、解体工事業の技術者とみなします。 
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土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１９０ 2

２９０ 1

１９１ 2

２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

２９２ 1

１９３ 2

２９３ 1

１９４ 2

２９４ 1

１９５ 2

２９５ 1

１９６ 2

２９６ 1

１９７ 2

２９７ 1

１９８ 2

２９８ 1

０６１ 1 1 1

０6A 1 1 1 1

０４０ ２ ２

０６２ 1 1

０６３ 1 1

０60 2

０６４ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

その他 ０９９ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

防水施工（２級）

解体工事

基幹技能者

建設業法施行規則第７条の３の第１号、第２号（上記コード１１～９８
に該当するものを除く）及び第３号該当

地すべり防止工事（附則第４条該当） 【１年】

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

さく井（１級）

さく井（２級）

地すべり防止工事 【１年】

基礎ぐい工事

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（２級） 

熱絶縁施工（１級）

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

造園　（１級）

噴霧塗装（１級）

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工（１級）

畳製作 ・ 畳工（２級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（１級） 

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

別表（四）業種別技術職員コード表　３／３（経審）

コード
建設業の種類

職
業
能
力
開
発
促
進
法

造園　（２級）

防水施工（１級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。 

注：アルファベットが含まれるコード（１１Ａ、２１B等）は解体工事新設に

伴う経過措置用です。解体工事の経審を申請する方のみ使用してください。 

 ※ 附則第４条により、「旧とび・土工工事業」の要件に該当する技術者は、

平成３３年３月３１日までは、解体工事業の技術者とみなします。 
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様
式

第
二

十
五

号
の

十
二

（
第

十
九

条
の

九
、

第
二

十
一

条
の

四
関

係
）

経
営

規
模

等
評

価
の

結
果

許
可

　
 
 
 
 
－

 
 
 
 
 
 
 
 
号

総
合

評
定

値

審
査

基
準

日
平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

平
成

 
 
 
 
 年

月
日

印

（
参

　
考

）

［
金

額
単

位
：

千
円

］

経
営

規
模

等
評

価
結

果
通

知
書

総
合

評
定

値
通

知
書

を
通

知
し

ま
す

。

電
話

番
号

資
本

金
額

完
成

工
事

高
／

売
上

高
（

％
）

行
政

庁
記

入
欄

数
 
 
値

点
数

　
年

平
均

評
点

(
Ｘ
1
)

元
請

完
成

工
事

高
技

　
　

術
　

　
職

　
　

員
　

　
数

評
点

(
Ｚ

)

自
己

資
本

額
X

完
　

成
　

工
　

事
　

高
元

　
請

　
完

　
成

　
工

　
事

　
高

　
及

　
び

　
技

　
術

　
職

　
員

　
数

自
己

資
本

額
及

び
利

益
額

　
年

平
均

一
級

(
講

習
受

講
)

土
木

一
式

許
可

区
分

建
　

設
　

工
　

事
　

の
　

種
　

類
総

合
評

定
値

（
Ｐ

）

評
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

Ｘ
2
）

建
築

一
式

二
級

そ
の

他
利

益
額

そ
の

他
の

審
査

項
目

（
社

会
性

等
）

基
幹

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

数
 
値

 
等

点
数

健
康

保
険

加
入

の
有

無

雇
用

保
険

加
入

の
有

無

左
官

大
工

石

法
定

外
労

働
災

害
補

償
制

度
加

入
の

有
無

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

加
入

の
有

無

厚
生

年
金

保
険

加
入

の
有

無

法
面

処
理

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

退
職

一
時

金
制

度
若

し
く

は
企

業
年

金
制

度
導

入
の

有
無

屋
根

労
働

福
祉

の
状

況

管
営

業
年

数
年

電
気

タ
イ

ル
・

れ
ん

が
・

ブ
ロ

ッ
ク

鋼
構

造
物

建
設

業
の

営
業

継
続

の
状

況

民
事

再
生

法
又

は
会

社
更

生
法

の
適

用
の

有
無

防
災

活
動

へ
の

貢
献

の
状

況

防
災

協
定

の
締

結
の

有
無

営
業

停
止

処
分

の
有

無

し
ゆ

ん
せ

つ

ほ
装

指
示

処
分

の
有

無

監
査

の
受

審
状

況

法
令

遵
守

の
状

況

ガ
ラ

ス

板
金

公
認

会
計

士
等

の
数

防
水

塗
装

二
級

登
録

経
理

試
験

合
格

者
の

数

研
究

開
発

費

建
設

業
の

経
理

の
状

況

機
械

器
具

設
置

内
装

仕
上

 
台

研
究

開
発

の
状

況

電
気

通
信

熱
絶

縁

建
設

機
械

の
所

有
及

び
リ

ー
ス

台
数

Ｉ
Ｓ

Ｏ
９

０
０

１
の

登
録

の
有

無

建
設

機
械

の
保

有
状

況

さ
く

井

造
園

水
道

施
設

建
具

国
際

標
準

化
機

構
が

定
め

た
規

格
に

よ
る

登
録

の
状

況

Ｉ
Ｓ

Ｏ
１

４
０

０
１

の
登

録
の

有
無

新
規

若
年

技
術

職
員

の
育

成
及

び
確

保

若
手

技
術

職
員

の
継

続
的

な
育

成
及

び
確

保

清
掃

施
設

消
防

施
設

解
体

評
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

Ｗ
）

若
年

の
技

術
者

及
び

技
能

労
働

者
の

育
成

及
び

確
保

の
状

況

科
　

　
　

目
　

　
決

算
科

　
　

　
目

　
　

決
算

経
　

営
　

状
　

況
　

　
決

算
経

　
営

　
状

　
況

　
　

決
算

合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

評
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

Ｙ
）

自
己

資
本

対
固

定
資

産
比

率

流
動

負
債

売
上

総
利

益
負

債
回

転
期

間
自

己
資

本
比

率

固
定

資
産

売
上

高
純

支
払

利
息

比
率

利
益

剰
余

金
支

払
利

息
売

上
高

経
常

利
益

率
利

益
剰

余
金

固
定

負
債

受
取

利
息

配
当

金
総

資
本

売
上

総
利

益
率

営
業

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

鋼
橋

上
部

鉄
筋

総
資

本
（

前
期

）
営

業
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ﾛ
ｰ
(
前

期
)

総
資

本
（

当
期

）
営

業
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ﾛ
ｰ
(
当

期
)

自
己

資
本

経
常

利
益

そ
の

他

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
解
体
(経

過
措
置
)

 
経
過
措
置
期
間
中
（
H

28
.6

.1
～

H
31

.5
.3

1
の
３
年
間
）に
限
り
、
「と
び
・土
工
工
事
業
」及

び
「解
体
工
事
業
」の
経
審
結
果
に
加
え
、
「と
び
・土
工
・コ
ン
ク
リ
ー
ト
・解
体
（経
過
措

置
）」
を
使
用
し
、
こ
れ
ま
で
の
「と
び
・土
工
・コ
ン
ク
リ
ー
ト
」と
変
わ
ら
な
い
経
審
結
果
を
算

出
し
、
通
知
し
ま
す
。
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-
31

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
（
第
十
九
条
の
七
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
（
第
十
九
条
の
七
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）
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-
32

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。
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-
33

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～

17
（
略
）

18
１
５
「
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
申
請
時
に
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

解
体
工
事
業
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

業
（
タ
）

19
～

24
（
略
）

記
載
要
領

１
～

17
（
略
）

18
１
５
「
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
申
請
時
に
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

業
（
タ
）

19
～

24
（
略
）
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-
34

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
一

（
略
）

記
載
要
領

１
～
３

（
略
）

４
３
２
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
次
の
コ
ー
ド
表
に
よ
り
該
当
す
る
工
事
の
種
類
に
応
じ
、
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
カ

ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
土
木
一
式
工
事
」
に
つ
い
て
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
次
の
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
「
プ
レ
ス
ト
レ

ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
の
コ
ー
ド
「

01
1」
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は
「
土
木
一
式
工
事
」
の

完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記
入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工

事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は

「
土
木
一
式
工
事
」
の
元
請
完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記

入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工
事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、「
と

び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
法
面
処
理
工
事
」
の
コ

ー
ド
「

05
1」
を
記
入
し
、
「
鋼
構
造
物
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
鋼
橋
上
部
工

事
」
の
コ
ー
ド
「

11
1」
を
記
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
及
び
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

「
完
成
工
事
高
」
の
欄
は
、
３
１
で
記
入
し
た
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、

「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
お
い
て
も
同
様
に
、
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
審
査
対
象
事
業
年
度
及
び
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
完
成
工
事
高
に
お
い
て
は
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年
度
の
完
成
工
事
高
の

合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高

を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、
元
請
完
成
工
事
高
に
お
い
て
も
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年

度
の
元
請
完
成
工
事
高
の
合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
元
請
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象

事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
平
成

28
年
６
月
１
日
か
ら
平
成

31
年
５
月

31
日
ま
で
の
間
に
と
び
・
土
工
工
事
業
又
は
解
体
工
事
業
の
経
営

事
項
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
「
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
・
解
体
工
事
（
経
過
措
置
）
」
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
「
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
及
び
解
体
工
事
の
完

成
工
事
に
係
る
請
負
代
金
の
額
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。
元
請
完
成
工
事
高
の
欄
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

01
0
土

木
一

式
工

事
10

0
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
0
機
械
器
具
設
置
工
事

01
1
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事

11
0
鋼

構
造

物
工

事
21

0
熱

絶
縁

工
事

02
0
建
築
一
式
工
事
事

11
1
鋼

橋
上

部
工

事
22

0
電

気
通

信
工

事
03

0
大

工
工

事
12

0
鉄

筋
工

事
23

0
造

園
工

事
04

0
左

官
工

事
13

0
ほ

装
工

事
24

0
さ

く
井

工
事

05
0
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

14
0
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事

25
0
建

具
工

事
05

1
法

面
処

理
工

事
15

0
板

金
工

事
26

0
水

道
施

設
工

事
06

0
石

工
事

16
0
ガ

ラ
ス

工
事

27
0
消

防
施

設
工

事
07

0
屋

根
工

事
17

0
塗

装
工

事
28

0
清

掃
施

設
工

事
08

0
電

気
工

事
18

0
防

水
工

事
29

0
解

体
工

事
09

0
管

工
事

19
0
内

装
仕

上
工

事
30

0
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

・
解
体
工
事
（
経
過
措
置
）

５
～
８

（
略
）

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
一

（
略
）

記
載
要
領

１
～
３

（
略
）

４
３
２
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
次
の
コ
ー
ド
表
に
よ
り
該
当
す
る
工
事
の
種
類
に
応
じ
、
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
カ

ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
土
木
一
式
工
事
」
に
つ
い
て
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
次
の
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
「
プ
レ
ス
ト
レ

ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
の
コ
ー
ド
「

01
1」
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は
「
土
木
一
式
工
事
」
の

完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記
入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工

事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は

「
土
木
一
式
工
事
」
の
元
請
完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記

入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工
事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、「
と

び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
法
面
処
理
工
事
」
の
コ

ー
ド
「

05
1」
を
記
入
し
、
「
鋼
構
造
物
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
鋼
橋
上
部
工

事
」
の
コ
ー
ド
「

11
1」
を
記
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
及
び
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

「
完
成
工
事
高
」
の
欄
は
、
３
１
で
記
入
し
た
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、

「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
お
い
て
も
同
様
に
、
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
審
査
対
象
事
業
年
度
及
び
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
完
成
工
事
高
に
お
い
て
は
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年
度
の
完
成
工
事
高
の

合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高

を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、
元
請
完
成
工
事
高
に
お
い
て
も
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年

度
の
元
請
完
成
工
事
高
の
合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
元
請
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象

事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

01
0
土

木
一

式
工

事
10

0
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
0
機
械
器
具
設
置
工
事

01
1
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事

11
0
鋼

構
造

物
工

事
21

0
熱

絶
縁

工
事

02
0
建
築
一
式
工
事
事

11
1
鋼

橋
上

部
工

事
22

0
電

気
通

信
工

事
03

0
大

工
工

事
12

0
鉄

筋
工

事
23

0
造

園
工

事
04

0
左

官
工

事
13

0
ほ

装
工

事
24

0
さ

く
井

工
事

05
0
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

14
0
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事

25
0
建

具
工

事
05

1
法

面
処

理
工

事
15

0
板

金
工

事
26

0
水

道
施

設
工

事
06

0
石

工
事

16
0
ガ

ラ
ス

工
事

27
0
消

防
施

設
工

事
07

0
屋

根
工

事
17

0
塗

装
工

事
28

0
清

掃
施

設
工

事
08

0
電

気
工

事
18

0
防

水
工

事
（
新
設
）

（
新
設
）

09
0
管

工
事

19
0
内

装
仕

上
工

事
（
新
設
）

（
新
設
）

５
～
８

（
略
）
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-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
二

（
略
）

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
経
営
規
模
等
評
価
等
対
象
建
設
業
の
う
ち
、
技
術
職
員
の
数
の
算
出
に
お
い
て
対
象
と
す
る
建

設
業
の
種
類
を
次
の
表
か
ら
２
つ
以
内
で
選
び
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
平
成

28
年
６
月
１
日
か
ら
平

成
31
年
５
月

31
日
ま
で
の
間
に
、
と
び
・
土
工
工
事
業
又
は
解
体
工
事
業
の
経
営
事
項
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

必
ず
、
と
び
・
土
工
工
事
業
の
技
術
職
員
に
つ
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工
工
事
業
」
の
コ
ー
ド
「

05
」

を
、
解
体
工
事
業
の
技
術
職
員
に
つ
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
解
体
工
事
業
」
の
コ
ー
ド
「

29
」
を
、
と
び
・
土
工

工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
の
技
術
職
員
に
つ
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過

措
置
）
」
の
コ
ー
ド
「

99
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工
工
事
業
」

の
コ
ー
ド
「

05
」
が
記
入
さ
れ
た
技
術
職
員
は
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）

の
技
術
職
員
と
し
て
、
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
解
体
工
事
業
」
の
コ
ー
ド
「

29
」
が
記
入
さ
れ
た
技
術
職
員
は
解
体
工
事

業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）
の
技
術
職
員
と
し
て
、
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工

工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）
」
の
コ
ー
ド
「

99
」
が
記
入
さ
れ
た
技
術
職
員
は
と
び
・
土
工
工
事
業
、
解
体
工
事
業

及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）
の
技
術
職
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
審
査
さ
れ
る
。

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

01
土

木
工

事
業

11
鋼
構
造
物
工
事
業

21
熱

絶
縁

工
事

業
02

建
築

工
事

業
12

鉄
筋

工
事

業
22

電
気
通
信
工
事
業

03
大

工
工

事
業

13
ほ

装
工

事
業

23
造

園
工

事
業

04
左

官
工

事
業

14
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業

24
さ

く
井

工
事

業
05

と
び
・
土
工
工
事
業

15
板

金
工

事
業

25
建

具
工

事
業

06
石

工
事

業
16

ガ
ラ

ス
工

事
業

26
水
道
施
設
工
事
業

07
屋

根
工

事
業

17
塗

装
工

事
業

27
消
防
施
設
工
事
業

08
電

気
工

事
業

18
防

水
工

事
業

28
清
掃
施
設
工
事
業

09
管

工
事

業
19

内
装
仕
上
工
事
業

29
解

体
工

事
業

10
タ
イ
ル
・れ
ん
が
・ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

20
機
械
器
具
設
置
工
事
業

99
と
び
・
土
工
工
事
業

・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）

７
～
９

（
略
）

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
二

（
略
）

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
経
営
規
模
等
評
価
等
対
象
建
設
業
の
う
ち
、
技
術
職
員
の
数
の
算
出
に
お
い
て
対
象
と
す
る
建

設
業
の
種
類
を
次
の
表
か
ら
２
つ
以
内
で
選
び
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

01
土

木
工

事
業

11
鋼
構
造
物
工
事
業

21
熱

絶
縁

工
事

業
02

建
築

工
事

業
12

鉄
筋

工
事

業
22

電
気
通
信
工
事
業

03
大

工
工

事
業

13
ほ

装
工

事
業

23
造

園
工

事
業

04
左

官
工

事
業

14
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業

24
さ

く
井

工
事

業
05

と
び
・
土
工
工
事
業

15
板

金
工

事
業

25
建

具
工

事
業

06
石

工
事

業
16

ガ
ラ

ス
工

事
業

26
水
道
施
設
工
事
業

07
屋

根
工

事
業

17
塗

装
工

事
業

27
消
防
施
設
工
事
業

08
電

気
工

事
業

18
防

水
工

事
業

28
清
掃
施
設
工
事
業

09
管

工
事

業
19

内
装
仕
上
工
事
業
（
新
設
）

（
新
設
）

10
タ
イ
ル
・れ
ん
が
・ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

20
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
新
設
）

（
新
設
）

７
～
９

（
略
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
二

様
式
第
二
十
五
号
の
十
二
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（
別
表
）
（
四
）
（
抄
）

（
別
表
）
（
四
）
（
抄
）

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。
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-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

（
別
表
）
（
五
）

（
別
表
）
（
五
）
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